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第 １   初 期 救 急 医 療 体 制 （ 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 、 小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー ）  

 

１ ． 目  的  

(1) 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー  

こ の 事 業 は 、 主 に 独 歩 で 来 院 す る 自 覚 症 状 が 軽 い 患 者 へ の 夜 間 及 び 休 日 に

お け る 外 来 診 療 を 担 う 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー を 整 備 し 地 域 住 民 の 急 病 患 者

の 医 療 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(2) 小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー  

こ の 事 業 は 、 小 児 の 急 病 患 者 を 受 け 入 れ る た め 、 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 等

の 二 次 救 急 病 院 と 連 携 し 、小 児 患 者 の 休 日 夜 間 の 診 療 体 制 を 確 保 す る こ と を

目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

(1) 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 地 方 公 共 団 体 の 長 の 要 請 を 受 け た 診 療 所

の 開 設 者 が 実 施 す る 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー の 施 設 整 備 、設 備 整 備 を 補 助 対 象

と す る 。  

(2) 小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 小 児 初 期 救 急 セ

ン タ ー の 運 営 又 は 、地 方 公 共 団 体 の 長 の 要 請 を 受 け た 診 療 所 の 開 設 者 が 実 施

す る 小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー の 運 営 、施 設 整 備 及 び 設 備 整 備 を 補 助 対 象 と す る 。 

 

３ ． 整 備 基 準  

(1) 休 日 の 診 療 と は 、 次 の ア か ら エ に 掲 げ る 日 の 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で

の 間 に 診 療 を 行 う こ と を い い 、 夜 間 の 診 療 と は 午 後 ６ 時 か ら 翌 日 午 前 ８ 時

ま で の 間 に 診 療 を 行 う こ と を い う 。  

ア  日 曜 日  

イ  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日 法 律 第 １ ７ ８ 号 ）に 定

め る 祝 日 及 び 休 日  

ウ  年 末 年 始 の 日 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ま で ）  

エ  週 休 二 日 制 に 伴 う 土 曜 日 又 は そ の 振 替 日  

(2) 施 設 及 び 設 備  

ア  休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー  

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー と し て 必 要 な 診 療 部 門 等 及 び 医 療 機 器 等 を 備 え

る も の と す る 。  

イ   小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー  

小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 診 療 部 門 等 及 び 医 療 機 器 等 を 備 え

る も の と す る 。  

(3) 地 域 住 民 に 対 し て 救 急 医 療 に 関 す る 情 報 提 供 を 行 う 。  

 

４ ． 留 意 事 項  

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 及 び 小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実

施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  
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第 ２  入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 体 制（ 病 院 群 輪 番 制 病 院 、共 同 利 用 型 病 院 、

小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院 、 ヘ リ コ プ タ ー 等 添 乗 医 師 等 確 保 事 業 ）  

 

１ ． 目  的  

(1) 病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院  

こ の 事 業 は 、 地 方 公 共 団 体 が 地 域 の 実 情 に 応 じ て 病 院 群 輪 番 制 方 式 、 共 同

利 用 型 病 院 方 式 等 に よ る 入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 を 整 備 し 、休

日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 、小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー 、在 宅 当 番 医 制 等 の 初 期 救 急 医

療 施 設 及 び 救 急 患 者 の 搬 送 機 関 と の 円 滑 な 連 携 体 制 の も と に 、休 日 及 び 夜 間

に お け る 入 院 治 療 を 必 要 と す る 重 症 救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 す る こ と を 目 的

と す る 。  

(2) 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院  

こ の 事 業 は 、 都 道 府 県 が 地 域 の 実 情 に 応 じ て 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院 を 整 備

し 、休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 、小 児 初 期 救 急 セ ン タ ー 、在 宅 当 番 医 制 等 の 初 期

救 急 医 療 施 設 及 び 小 児 救 急 患 者 の 搬 送 機 関 と の 円 滑 な 連 携 体 制 の も と に 、休

日 及 び 夜 間 に お け る 入 院 治 療 を 必 要 と す る 小 児 の 重 症 救 急 患 者 の 医 療 を 確

保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(3) ヘ リ コ プ タ ー 等 添 乗 医 師 等 確 保 事 業  

こ の 事 業 は 、 離 島 、 山 村 に お い て 、 発 生 し た 重 症 救 急 患 者 を ヘ リ コ プ タ ー

等 に よ り 搬 送 す る 際 、地 方 公 共 団 体 の 要 請 に よ り 、機 内 に お い て 早 期 に 必 要

な 救 急 処 置 を 行 う た め 、 添 乗 す る 医 師 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

(1) 病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院  

ア  地 域 設 定  

地 域 設 定 は 、原 則 と し て 二 次 医 療 圏 単 位 と す る 。た だ し 、二 次 医 療 圏 単

位 に よ り が た い 地 域 に つ い て は 都 道 府 県 知 事 が 設 定 す る 地 域 と す る 。  

イ  病  院  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 公 共 団 体 の 長

の 要 請 を 受 け た 病 院 の 開 設 者 が 整 備 、 運 営 す る 病 院 で 相 当 数 の 病 床 を 有

し 、医 師 等 の 医 療 従 事 者 の 確 保 及 び 救 急 専 用 病 床 の 確 保 等 、入 院 を 要 す る

（ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 と し て の 診 療 機 能 を 有 す る 病 院 を 補 助 対 象 と す

る 。  

ウ  交  付  

病 院 群 輪 番 制 病 院 の 施 設 整 備 、 設 備 整 備 及 び 共 同 利 用 型 病 院 の運営費､

施設整備並びに設備整備を補助対象とする。 

(2) 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院  

ア  地 域 設 定  

地 域 設 定 は 、原 則 と し て 複 数 の 二 次 医 療 圏 単 位 と す る 。た だ し 、複 数 の

二 次 医 療 圏 単 位 に よ り が た い 地 域 に つ い て は 都 道 府 県 知 事 が 設 定 す る 地

域 と す る 。  
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イ  病  院  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、 都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を

受 け た 病 院 の 開 設 者 が 整 備 、運 営 す る 病 院 で 相 当 数 の 病 床 を 有 し 、小 児 科

医 師 、看 護 師 等 の 医 療 従 事 者 の 確 保 及 び 小 児 の 救 急 専 用 病 床 の 確 保 等 、入

院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 と し て 診 療 機 能 を 有 す る 病 院 を 補 助 対

象 と す る 。  

(3) ヘ リ コ プ タ ー 等 添 乗 医 師 等 確 保 事 業  

救 急 患 者 の 搬 送 に ヘ リ コ プ タ ー 等 を 使 用 し 、 こ れ に 医 師 等 を 添 乗 さ せ る 事

業 を 行 っ て い る 地 方 公 共 団 体 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院  

病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院 は 、 高 齢 者 救 急 を は じ め 、 地 域 で 発

生 す る 救 急 患 者 の 初 期 診 療 と 入 院 治 療 を 主 に 担 う も の と す る 。ま た 、地 域の

実 情 に 応 じ た 次 の 方 式 に よ り 休 日 夜 間 の 診 療 体 制 を 整 え る も の と し 、原 則と

し て 、 初 期 救 急 医 療 施 設 か ら の 転 送 患 者 を 受 け 入 れ る も の と す る 。  

 ア  病 院 群 輪 番 制 方 式  

地 域 内 の 病 院 群 が 共 同 連 帯 し て 、輪 番 制 方 式 に よ り 実 施 す る も の とす

る 。  

 イ  共 同 利 用 型 病 院 方 式  

医 師 会 立 病 院 等 が 休 日 夜 間 に 病 院 の 一 部 を 解 放 し 、地 域 医 師 会 の 協力

に よ り 実 施 す る も の と す る 。  

(2) 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院  

小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院 は 、 小 児 救 急 医 療 に 係 る 休 日 夜 間 の 診 療 体 制 を 常 時

整 え る も の と し 、原 則 と し て 、初 期 救 急 医 療 施 設 及 び 救 急 搬 送 機 関 か ら 転 送

さ れ た 小 児 重 症 救 急 患 者 を 必 ず 受 け 入 れ る も の と す る 。  

(3) ヘ リ コ プ タ ー 等 添 乗 医 師 等 確 保 事 業  

地 方 公 共 団 体 は 、 ヘ リ コ プ タ ー 等 に よ る 救 急 患 者 の 搬 送 に 当 た っ て は 、 次

に よ り 添 乗 医 師 等 を 確 保 す る も の と す る 。救 急 患 者 １ 人 の 搬 送 に 対 し 、原 則

と し て 医 師 １ 人 の 添 乗 と す る 。  

た だ し 、 救 急 患 者 の 症 状 に 応 じ て 看 護 師 等 １ 人 の 添 乗 を 追 加 で き る も の と

す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院  

ア  病 院 群 輪 番 制 方 式  

(ｱ) 当 番 日 に お け る 入 院 を 要 す る （ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 と し て 必 要 な

診 療 機 能 及 び 専 用 病 床 を 確 保 す る も の と す る 。  

(ｲ) 当 番 日 に お け る 病 院 の 診 療 体 制 は 、 通 常 の 当 直 体 制 の 外 に 重 症 救 急

患 者 の 受 け 入 れ に 対 応 で き る 医 師 等 医 療 従 事 者 を 確 保 す る も の と す

る 。  

(ｳ) 救 急 患 者 の 対 応 に 従 事 す る 医 師・看 護 師 を 適 当 数 有 す る も の と す る 。 

イ  共 同 利 用 型 病 院 方 式  
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(ｱ)  入 院 を 要 す る （ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 と し て 必 要 な 診 療 機 能 及 び 専

用 病 床 を 確 保 す る も の と す る 。  

(ｲ) 病 院 の 診 療 体 制 は 、 通 常 の 当 直 体 制 の 外 に 重 症 救 急 患 者 の 受 け 入 れ

に 対 応 で き る 医 師 等 医 療 従 事 者 を 確 保 す る も の と す る 。  

(ｳ) 救 急 患 者 の 対 応 に 従 事 す る 医 師・看 護 師 を 適 当 数 有 す る も の と す る 。 

(2) 小 児 医 療 拠 点 病 院  

ア  小 児 重 症 救 急 患 者 の 入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 と し て 必 要 な

診 療 機 能 及 び 専 用 病 床 を 確 保 す る も の と す る 。  

イ  病 院 の 診 療 体 制 は 、休 日 夜 間 に 小 児 重 症 救 急 患 者 の 受 け 入 れ に 常 時 対 応

で き る 小 児 科 医 師 及 び 看 護 師 等 医 療 従 事 者 を 確 保 す る も の と す る 。  

(3) ヘ リ コ プ タ ー 等 添 乗 医 師 等 確 保 事 業  

地 方 公 共 団 体 は 、 ヘ リ コ プ タ ー 等 へ 容 易 に 添 乗 で き る 体 制 を 確 保 す る も の

と す る 。  

(4) 施 設 及 び 設 備  

ア  病 院 群 輪 番 制 病 院 及 び 共 同 利 用 型 病 院 運 営 事 業  

(ｱ) 施  設  

入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 と し て 必 要 な 診 療 部 門（ 診 療 室 、

処 置 室 、手 術 室 、薬 剤 室 、エ ッ ク ス 線 室 、検 査 室 等 ）及 び 専 用 病 室 等

を 設 け る も の と す る 。  

ま た 、必 要 に 応 じ 、心 臓 病 及 び 脳 卒 中 の 重 症 救 急 患 者 を 受 け 入 れ るた

め 、心 臓 病 専 用 病 室（ Ｃ Ｃ Ｕ ）及 び 脳 卒 中 専 用 病 室（ Ｓ Ｃ Ｕ ）を 設 け

る も の と す る 。  

(ｲ) 設  備  

入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 の 診 療 機 能 と し て 必 要 な 医 療 機

械 を 備 え る も の と す る 。  

ま た 、必 要 に 応 じ 、心 臓 病 及 び 脳 卒 中 の 重 症 救 急 患 者 の 治 療 等 に 必要

な 専 用 医 療 機 器 を 備 え る も の と す る 。  

こ の ほ か 、必 要 に 応 じ て 、搬 送 途 上 の 患 者 の 様 態 を 正 確 に 把 握 し 、医

師 の 具 体 的 指 示 を 搬 送 途 上 に 送 る た め 、地 域 の 中 心 的 な 入 院 を 要 す る

（ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 に 心 電 図 受 信 装 置 を 備 え る も の と す る 。  

イ  小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院  

(ｱ) 施  設  

小 児 重 症 救 急 患 者 の 入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 と し て 必 要

な 小 児 科 診 療 部 門（ 診 療 室 、処 置 室 、手 術 室 、薬 剤 室 、エ ッ ク ス 線 室 、

検 査 室 等 ） 、 小 児 専 用 病 室 等 を 設 け る も の と す る 。  

(ｲ) 設  備  

小 児 重 症 救 急 患 者 の 入 院 を 要 す る（ 第 二 次 ）救 急 医 療 機 関 と し て 必 要

な 医 療 機 械 等 を 備 え る も の と す る 。  

 

５ ． 留 意 事 項  

病 院 群 輪 番 制 病 院 、 共 同 利 用 型 病 院 及 び 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院 は 、 厚 生 労 働

省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  
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第 ３  救 命 （ 第 三 次 ） 救 急 医 療 体 制 （ 救 命 救 急 セ ン タ ー ）  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、 都 道 府 県 が 救 命 救 急 セ ン タ ー を 整 備 し 、 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 、

在 宅 当 番 医 制 等 の 初 期 救 急 医 療 施 設 、病 院 群 輪 番 制 等 の 第 二 次 救 急 医 療 施 設 及 び

救 急 患 者 の 搬 送 機 関 と の 円 滑 な 連 携 体 制 の も と に 、重 篤 救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 す

る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け た 病 院 の 開 設 者 が

実 施 す る 救 命 救 急 セ ン タ ー の 運 営 、 施 設 整 備 及 び 設 備 整 備 を 補 助 対 象 と す る 。  

た だ し 、小 児 救 急 専 門 病 床（ 小 児 専 門 集 中 治 療 室 ）を 設 置 す る 場 合 は 、小 児 病

棟 を 有 し 、 広 域 搬 送 に よ る 受 入 が 可 能 な 医 療 機 関 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 重 篤 患 者 に 対 す る 高 度 な 専 門 的 医 療 を 総 合 的 に 実

施 す る こ と を 基 本 と し 、 原 則 と し て 、 重 症 及 び 複 数 の 診 療 科 領 域 に わ た る

す べ て の 重 篤 な 救 急 患 者 を ２ ４ 時 間 体 制 で 受 け 入 れ る も の と す る 。  

(2) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 初 期 救 急 医 療 施 設 及 び 第 二 次 救 急 医 療 施 設 の 後 方

病 院 と し て 複 数 診 療 科 の 介 入 を 要 す る 症 例 や 診 断 が 難 し い 症 例 等 、 他 の 医

療 機 関 で は 治 療 の 継 続 が 困 難 な 救 急 患 者 の 診 療 を 担 う も の と し 、 原 則 と し

て 、 こ れ ら の 医 療 施 設 及 び 救 急 搬 送 機 関 か ら の 救 急 患 者 を ２ ４ 時 間 体 制 で

必 ず 受 け 入 れ る も の と す る 。  

(3) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、適 切 な 救 急 医 療 を 受 け 、生 命 の 危 険 が 回 避 さ れ た 状

態 に あ る と 判 断 さ れ た 患 者 に つ い て は 、 積 極 的 に 併 設 病 院 の 病 床 ま た は 転

送 元 の 医 療 施 設 等 に 転 床 さ せ 、 常 に 必 要 な 病 床 を 確 保 す る も の と す る 。  

(4) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、医 学 生 、臨 床 研 修 医 、医 師 、看 護 学 生 、看 護 師 、救

急 救 命 士 等 に 対 す る 救 急 医 療 の 臨 床 教 育 を 行 う も の と す る 。 ま た 、 医 師 等

を 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 等 へ 一 定 期 間 派 遣 し 、 研 修 を さ せ る な ど 、 救 急 医

療 の 診 療 技 術 等 の 向 上 を 積 極 的 に 図 る と と も に 、 そ れ に 対 す る 支 援 を す る

こ と が 望 ま し い 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 救 命 救 急 セ ン タ ー の 責 任 者 が 直 接 管 理 す る 相 当 数

の 専 用 病 床 (概 ね ２ ０ 床 以 上 (た だ し 、 病 床 数 が １ ０ 床 以 上 ２ ０ 床 未 満 で あ

っ て 、 平 成 １ ９ 年 度 以 前 に 整 備 さ れ た も の 、 又 は 平 成 １ ９ 年 度 中 に 国 と 調

整 を 行 っ て お り 平 成 ２ ０ 年 度 に お い て 整 備 さ れ る も の に つ い て は 、 こ の 限

り で は な い 。 ))を 有 し 、 ２ ４ 時 間 体 制 で 、 重 症 及 び 複 数 の 診 療 科 領 域 に わ

た る す べ て の 重 篤 な 救 急 患 者 に 対 す る 高 度 な 診 療 機 能 を 有 す る も の と す る ｡ 

(2) 最 寄 り の 救 命 救 急 セ ン タ ー へ の ア ク セ ス に 時 間 を 要 す る 地 域 （ 概 ね ６ ０

分 以 上 ） に お い て は 、 地 域 救 命 救 急 セ ン タ ー （ 専 用 病 床 が １ ０ 床 以 上 ２ ０
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床 未 満 の 救 命 救 急 セ ン タ ー ） を 整 備 す る こ と が で き る 。  

(3) 救 命 救 急 セ ン タ ー（ 地 域 救 命 救 急 セ ン タ ー を 含 む ）に は 、２ ４ 時 間 診 療 体

制 を 確 保 す る た め に 、 必 要 な 職 員 を 配 置 す る も の と す る 。  

ア  医  師  

(ｱ) 救 命 救 急 セ ン タ ー の 責 任 者 は 、 重 症 及 び 複 数 の 診 療 科 領 域 に わ た る

重 篤 な 救 急 患 者 に 適 切 に 対 応 で き る 三 次 救 急 医 療 の 専 門 的 知 識 と 技

能 を 有 し 、高 度 な 救 急 医 療 及 び 救 急 医 学 教 育 に 精 通 し た 医 師 で あ る と

の 客 観 的 評 価 を 受 け て い る 専 任 の 医 師 と す る 。（ 例：一 般 社 団 法 人 日

本 救 急 医 学 会 指 導 医 等 ）  

(ｲ) 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 救 急 医 療 の 教 育 に 関 す る 適 切 な 指 導 医 の も と

に 、一 定 期 間 (３ 年 程 度 )以 上 の 臨 床 経 験 を 有 し 、専 門 的 な 三 次 救 急 医

療 に 精 通 し て い る と の 客 観 的 評 価 を 受 け て い る 専 任 の 医 師 を 適 当 数

有 す る も の と す る 。 （ 例 ： 一 般 社 団 法 人 日 本 救 急 医 学 会 専 門 医 等 ）  

(ｳ) 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て の 機 能 を 確 保 す る た め 、 内 科 、 外 科 、 循 環

器 科 、脳 神 経 外 科 、心 臓 血 管 外 科 、整 形 外 科 、小 児 科 、眼 科 、耳 鼻 科 、

麻 酔 科 、精 神 科 等 の 医 師 を 必 要 に 応 じ 適 時 確 保 で き る 体 制 を 有 す る も

の と す る 。  

(ｴ) 必 要 に 応 じ 、 心 臓 病 の 内 科 系 専 門 医 と と も に 外 科 系 専 門 医 を 、 脳 卒

中 の 外 科 系 専 門 医 と と も に 内 科 系 専 門 医 を 専 任 で 確 保 す る も の と す

る 。  

(ｵ) 小 児 救 急 専 門 病 床 （ 小 児 専 門 集 中 治 療 室 ） を 設 置 す る 救 命 救 急 セ ン

タ ー は 、救 命 救 急 セ ン タ ー 内 又 は 本 院（ 本 院 の 場 合 は 、常 に 必 要 な 支

援 を 受 け ら れ る 体 制 を 構 築 す る こ と 。）に 小 児 の 救 急 患 者 へ の 集 中 治

療 に 対 応 す る 小 児 科 医 師 を 確 保 す る も の と す る 。  

(ｶ) 必 要 に 応 じ 、 重 症 外 傷 に 対 応 す る 専 門 医 師 を 専 任 で 確 保 す る も の と

す る 。  

(ｷ) 救 急 救 命 士 へ の 必 要 な 指 示 体 制 を 常 時 有 す る も の と す る 。  

イ  看 護 師 及 び 他 の 医 療 従 事 者  

(ｱ) 重 篤 な 救 急 患 者 の 看 護 に 必 要 な 専 任 の 看 護 師 を 適 当 数 有 す る も の と

す る 。ま た 、小 児 救 急 専 門 病 床（ 小 児 専 門 集 中 治 療 室 ）を 設 置 す る 救

命 救 急 セ ン タ ー は 、小 児 の 救 急 患 者 へ の 集 中 治 療 に 対 応 す る 看 護 師 を

専 任 で 確 保 す る も の と す る 。（ な お 、専 任 の 看 護 師 は 、専 門 的 な 三 次

救 急 医 療 に 精 通 し て い る と の 客 観 的 評 価 を 受 け て い る こ と が 望 ま し

い 。 例 ： 日 本 看 護 協 会 救 急 看 護 認 定 看 護 師 等 ）  

(ｲ) 診 療 放 射 線 技 師 及 び 臨 床 検 査 技 師 等 を 常 時 確 保 す る も の と す る 。  

(ｳ) 緊 急 手 術 が で き る よ う 、 必 要 な 人 員 の 動 員 体 制 を 確 立 し て お く も の

と す る 。  

(4) 施 設 及 び 設 備  

ア  施  設  

(ｱ) 救 命 救 急 セ ン タ ー の 責 任 者 が 直 接 管 理 す る 専 用 病 床 及 び 専 用 の 集 中

治 療 室（ Ｉ Ｃ Ｕ ）を 適 当 数 有 す る も の と す る 。ま た 、急 性 期 の 重 篤 な

心 臓 病 、脳 卒 中 の 救 急 患 者 、小 児 重 症 患 者 及 び 重 症 外 傷 患 者 を 受 け 入

れ る た め 、必 要 に 応 じ て 心 臓 病 専 用 病 室（ Ｃ Ｃ Ｕ ）､脳 卒 中 専 用 病 室（ Ｓ
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Ｃ Ｕ ）､小 児 救 急 専 門 病 床（ 小 児 専 門 集 中 治 療 室 ）及 び 重 症 外 傷 専 用 病

室 を 設 け る も の と す る 。  

(ｲ) 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 専 用 の 診 察 室 （ 救 急 蘇 生 室 ） 、 緊 急

検 査 室 、 放 射 線 撮 影 室 及 び 手 術 室 等 を 設 け る も の と す る 。  

(ｳ) 必 要 に 応 じ 、 適 切 な 場 所 に ヘ リ ポ ー ト を 整 備 す る も の と す る 。  

(ｴ）  診 療 に 必 要 な 施 設 は 耐 震 構 造 で あ る こ と 。 （ 併 設 病 院 を 含 む 。 ）  

イ  設  備  

(ｱ) 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 医 療 機 器 及 び 重 症 熱 傷 患 者 用 備 品 等

を 備 え る も の と す る 。ま た 、必 要 に 応 じ 、急 性 期 の 重 篤 な 心 臓 病 、脳

卒 中 の 救 急 患 者 、小 児 重 症 患 者 及 び 重 症 外 傷 患 者 の 治 療 等 に 必 要 な 専

用 医 療 機 器 を 備 え る も の と す る 。  

(ｲ) 必 要 に 応 じ 、 ド ク タ ー カ ー を 有 す る も の と す る 。  

(ｳ) 救 急 救 命 士 へ の 必 要 な 指 示 が で き る よ う 、 必 要 に 応 じ 心 電 図 受 信 装

置 を 備 え る も の と す る 。  

（ 注 ）ド ク タ ー カ ー と は 、患 者 監 視 装 置 等 の 医 療 機 械 を 搭 載 し 、医 師 、看 護 師

等 が 同 乗 し 、 搬 送 途 上 へ 出 動 す る 救 急 車 で あ る 。  

 

５ ． 留 意 事 項  

救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事

業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

 

第 ４   救 命 （ 第 三 次 ） 救 急 医 療 体 制 （ 高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー ）  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、都 道 府 県 が 高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー を 整 備 し 、救 急 医 療 の 円 滑 な 連

携 体 制 の も と に 、 特 殊 疾 病 患 者 に 対 す る 医 療 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け た 病 院 の 開 設 者 が

整 備 、運 営 す る 救 命 救 急 セ ン タ ー の う ち 、特 に 高 度 な 診 療 機 能 を 有 す る 高 度 救 命

救 急 セ ン タ ー の 運 営 、 施 設 整 備 及 び 設 備 整 備 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、特 に 高 度 な 診 療 機 能 を 有 し 、通 常 の 救 命 救 急 セ ン タ

ー で は 対 応 困 難 な 外 傷 や 疾 患 等 の 診 療 を 担 う も の と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、広 範 囲 熱 傷 、指 肢 切 断 、急 性 中 毒 等 の 特 殊 疾 病

患 者 に 対 す る 救 命 医 療 を 行 う た め に 必 要 な 相 当 高 度 な 診 療 機 能 を 有 す る も

の で あ る 。  

(2) 高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー に は 、２ ４ 時 間 診 療 体 制 を 確 保 す る た め に 、必 要 な

職 員 を 配 置 す る も の と す る 。  
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ア  医  師  

常 時 高 度 救 命 救 急 医 療 に 対 応 で き る 体 制 を と る も の と す る 。 特 に 麻 酔

科 等 の 手 術 に 必 要 な 要 員 を 待 機 さ せ て お く も の と す る 。  

イ  看 護 師 等 医 療 従 事 者  

特 殊 疾 病 患 者 の 診 療 体 制 に 必 要 な 要 員 を 常 時 確 保 す る こ と 。 特 に 手 術

に 必 要 な 動 員 体 制 を あ ら か じ め 考 慮 し て お く も の と す る 。  

(3) 設  備  

高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 医 療 機 器 を 備 え る も の と す る 。  

 

５ ． 留 意 事 項  

高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力

し 、 事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

 

第 ５  小 児 救 命 救 急 医 療 体 制（ 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 、地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー ） 

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、都 道 府 県 が 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 、地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー を

整 備 し 、 重 篤 な 小 児 救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け て 病

院 の 開 設 者 が 実 施 す る 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 、地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー の 運 営 、

施 設 整 備 及 び 設 備 整 備 を 補 助 対 象 と す る 。  

な お 、地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー の 整 備・運 営 に つ い て は 、多 く の 医 療 資 源 を

要 す る こ と か ら 、三 次 医 療 圏 に お い て 高 度 救 命 救 急 医 療 に 対 応 可 能 な 既 存 の 救 命

救 急 セ ン タ ー の 活 用 を 念 頭 に お い て い る が 、新 規 の 医 療 機 関 の 整 備 を 排 除 す る も

の で は な い 。ま た 、地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー が な い 三

次 医 療 圏 の み に 整 備 す る こ と が で き る 。三 次 医 療 圏 内 に 複 数 の 地 域 小 児 救 命 救 急

セ ン タ ー を 整 備 す る こ と は で き な い 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー  
ア  小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、原 則 と し て 、診 療 科 領 域 を 問 わ ず 、す べ て の

重 篤 な 小 児 救 急 患 者 を 24 時 間 体 制 で 必 ず 受 け 入 れ る も の と す る 。  

イ  重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に 対 し て「 超 急 性 期 」の 医 療 を 提 供 し た 後 、高 度 な

専 門 的 医 療 が 必 要 な 患 者 に つ い て は 、 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 内 又 は 本 院

の 「 急 性 期 」 の 集 中 治 療 ・ 専 門 的 医 療 を 担 う 病 床 （ 以 下 「 小 児 集 中 治 療

室 病 床 」 と い う 。 ） に 転 床 ・ 転 院 す る 体 制 を 確 保 す る も の と す る 。  

ウ  小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、医 学 生 、臨 床 研 修 医 、医 師 、看 護 学 生 、看 護

師 及 び 救 急 救 命 士 等 に 対 す る 小 児 救 急 医 療 の 臨 床 教 育 を 行 う も の と す る 。

ま た 、 医 師 等 を 救 命 救 急 セ ン タ ー 等 へ 一 定 期 間 派 遣 し 、 研 修 を さ せ る な

ど ､小 児 救 急 医 療 の 診 療 技 術 等 の 向 上 を 積 極 的 に 図 る と と も に 、そ れ に 対
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す る 支 援 を す る こ と が 望 ま し い 。  

エ  小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、毎 年 度 、外 部 か ら の 受 入 実 績（ 受 入 要 請 を 断

っ た 実 績 を 含 む ｡）、治 療 実 績 、そ の 他 運 用 状 況 を 集 計 し 、厚 生 労 働 省 医

政 局 地 域 医 療 計 画 課 に 報 告 す る も の と す る 。  

(2) 地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー  

ア  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、原 則 と し て 、診 療 科 領 域 を 問 わ ず 、す べ

て の 重 篤 な 小 児 救 急 患 者 を 24 時 間 体 制 で 必 ず 一 旦 受 け 入 れ る も の と す

る 。  

イ  重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に 対 し て「 超 急 性 期 」の 医 療 を 応 急 的 に 提 供 し た 後 、

小 児 集 中 治 療 室 病 床 を 要 す る 程 度 の 高 度 な 専 門 的 医 療 が 引 き 続 き 必 要 な

患 者 に つ い て は 、 当 該 患 者 に 対 応 可 能 な 医 師 同 乗 の 下 で 三 次 医 療 圏 を 越

え た 広 域 搬 送 を 実 施 し 、 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 等 の 小 児 集 中 治 療 室 病 床

を 持 つ 医 療 機 関 に お け る 加 療 に 繋 ぐ 体 制 を 確 保 す る も の と す る 。  

ウ  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、研 修 終 了 後 に 元 の 機 関 に 戻 る 条 件 で 、小

児 救 命 救 急 セ ン タ ー に 医 師 を 派 遣 し 、 小 児 集 中 治 療 室 病 床 で の 業 務 や 搬

送 業 務 に 関 す る 技 術 の 習 得 を さ せ る も の と す る 。 ま た 、 小 児 救 命 救 急 セ

ン タ ー か ら 医 師 を 招 聘 し 、 指 導 を 担 わ せ 、 同 様 に 技 術 の 習 得 を さ せ る も

の と す る 。  

エ  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、毎 年 度 、外 部 か ら の 受 入 実 績（ 受 入 要 請

を 断 っ た 実 績 を 含 む ｡）、治 療 実 績 、搬 送 実 績（ 搬 送 先 医 療 機 関 の 情 報 を

含 む ） 、 そ の 他 運 用 状 況 を 集 計 し 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 に

報 告 す る も の と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー  
ア  小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、専 用 病 床（ 小 児 集 中 治 療 室 病 床 ６ 床 以 上（ 本

院 で も 可 ）を 含 む ） を 適 当 数 有 し 、 24 時 間 体 制 で 、す べ て の 重 篤 な 小 児

救 急 患 者 に 「 超 急 性 期 」 の 医 療 を 提 供 す る と と も に 、 そ れ を 脱 し た 小 児

救 急 患 者 に 必 要 な 高 度 な 専 門 医 療 を 提 供 す る も の と す る 。  

イ  小 児 集 中 治 療 室 に は 、24 時 間 診 療 体 制 を 確 保 す る た め に 、必 要 な 職 員 を

 配 置 す る も の と す る 。  

(ｱ)医  師  

小 児 集 中 治 療 室 に は 、常 時 、専 従 の 医 師 及 び 研 修 医 を 確 保 す る もの

と す る 。な お 、専 従 の 医 師 に つ い て は 、一 般 社 団 法 人 日 本 集 中 治 療 医

学 会 が 認 定 し た 集 中 治 療 専 門 医 、公 益 社 団 法 人 日 本 小 児 科 学 会 が 認 定

し た 小 児 科 専 門 医 、一 般 社 団 法 人 日 本 救 急 医 学 会 が 認 定 し た 救 急 科 専

門 医 な ど 、 小 児 集 中 治 療 に 指 導 的 立 場 に あ る 人 を １ 人 以 上 含 む こ と 。 

(ｲ)看 護 師 及 び 他 の 医 療 従 事 者  

(ⅰ ) 小 児 集 中 治 療 室 に は 、常 時 、重 篤 な 小 児 救 急 患 者 の 看 護 に 必 要な

専 従 の 看 護 師 を 患 者 ２ 名 に １ 名 以 上 の 割 合（ 必 要 時 に は 患 者 1.5 名

に １ 名 以 上 ）で 確 保 す る も の と す る 。な お 、重 症 集 中 ケ ア 認 定 看 護

師 が 勤 務 し 、 指 導 的 役 割 を 担 う こ と が 望 ま し い 。  

(ⅱ ) 診 療 放 射 線 技 師 及 び 臨 床 検 査 技 師 を 常 時 院 内 に 確 保 す る と と も
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に 、 理 学 療 法 士 及 び 臨 床 工 学 技 士 を 院 内 に 確 保 す る も の と す る 。  

(ⅲ ) 小 児 集 中 治 療 室 に は 、 薬 剤 師 を 確 保 す る こ と が 望 ま し い 。  

(ⅳ ) 社 会 福 祉 士 を 院 内 に 確 保 す る こ と が 望 ま し い 。  

ウ  小 児 集 中 治 療 室 病 床 を 有 す る 病 室 に つ い て は 、年 間 お お む ね 300 例 以 上

の 入 院 を 取 り 扱 う こ と と し 、 う ち 相 当 数 が 救 急 外 来 か ら の 入 院 又 は 他 院

か ら の 搬 送 入 院 で あ る こ と と す る 。  

エ  小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、救 急 搬 送 を 相 当 数（ 本 院 を 含 む 。）受 け 入 れ

る も の と す る 。  

オ  施 設 及 び 設 備  

(ｱ) 施  設  

(ⅰ ) 専 用 の 小 児 集 中 治 療 室 病 床 を ６ 床 以 上 有 し 、 独 立 し た 看 護 単 位 を

有 す る も の と す る 。  

(ⅱ ) 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 専 用 の 診 察 室 （ 救 急 蘇 生 室 ）

を 設 け る も の と す る 。な お 、緊 急 検 査 室 、放 射 線 撮 影 室 、手 術 室 等

に つ い て は 、 優 先 し て 使 用 で き る 体 制 を 確 立 し て お く も の と す る 。 

(ⅲ ) 必 要 に 応 じ 、 適 切 な 場 所 に ヘ リ ポ ー ト を 整 備 す る も の と す る 。  

(ⅳ ) 診 療 に 必 要 な 施 設 は 耐 震 構 造 で あ る こ と 。 （ 併 設 病 院 を 含 む 。 ）  

(ｲ) 設  備  

(ⅰ ) 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 医 療 機 器 を 備 え る も の と す る 。 

(ⅱ ) 必 要 に 応 じ 、 ド ク タ ー カ ー を 有 す る も の と す る 。  

(2) 地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー  

ア  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、小 児 集 中 治 療 室 病 床 の 整 備 は 求 め な い が 、

24 時 間 体 制 で 、三 次 医 療 圏 の す べ て の 重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に「 超 急 性 期 」

の 医 療 を 応 急 的 に 提 供 す る と と も に 、 そ れ を 脱 し た 小 児 救 急 患 者 に 必 要

な 専 門 医 療 を 提 供 す る も の と し 、 一 方 で 、 小 児 集 中 治 療 室 病 床 を 要 す る

程 度 の 高 度 な 専 門 的 医 療 が 引 き 続 き 必 要 な 患 者 に つ い て は 、 当 該 患 者 に

対 応 可 能 な 医 師 同 乗 の 下 で 三 次 医 療 圏 を 越 え た 広 域 搬 送 を 行 う こ と に よ

り 、 小 児 集 中 治 療 室 病 床 を 持 つ 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 等 の 医 療 機 関 に お

け る 加 療 に 繋 ぐ も の と す る 。  

イ  重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に 対 し 、 24 時 間 診 療 お よ び 広 域 搬 送 が 可 能 な 体 制

を 確 保 す る た め に 、 必 要 な 職 員 を 配 置 す る も の と す る 。  

(ｱ)医  師  

小 児 救 急 患 者 の 治 療 を 行 う 病 室 に お い て は 、常 時 、専 従 の 医 師 及び

研 修 医 を 確 保 す る も の と す る 。な お 、専 従 の 医 師 に つ い て は 、一 般 社

団 法 人 日 本 集 中 治 療 医 学 会 が 認 定 し た 集 中 治 療 専 門 医 、公 益 社 団 法 人

日 本 小 児 科 学 会 が 認 定 し た 小 児 科 専 門 医 、一 般 社 団 法 人 日 本 救 急 医 学

会 が 認 定 し た 救 急 科 専 門 医 な ど 、小 児 集 中 治 療 に 指 導 的 立 場 に あ る 人

を １ 人 以 上 含 む こ と 。  

(ｲ)看 護 師 及 び 他 の 医 療 従 事 者  

(ⅰ ) 小 児 救 急 患 者 の 治 療 を 行 う 病 室 に お い て は 、常 時 、重 篤 な 小 児救

急 患 者 の 看 護 に 必 要 な 専 従 の 看 護 師 を 患 者 ３ 名（ 可 能 で あ れ ば 患 者

２ 名 ）に １ 名 以 上 の 割 合（ 必 要 時 に は 患 者 ２ 名（ 可 能 で あ れ ば 患 者

1.5 名 ） に １ 名 以 上 ） で 確 保 す る も の と す る 。 な お 、 重 症 集 中 ケ ア
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認 定 看 護 師 が 勤 務 し 、 指 導 的 役 割 を 担 う こ と が 望 ま し い 。  

(ⅱ ) 診 療 放 射 線 技 師 及 び 臨 床 検 査 技 師 を 常 時 院 内 に 確 保 す る と と も

に 、 理 学 療 法 士 及 び 臨 床 工 学 技 士 を 院 内 に 確 保 す る も の と す る 。  

(ⅲ ) 小 児 救 急 患 者 の 治 療 を 行 う 病 室 に お い て は 、薬 剤 師 を 確 保 す るこ

と が 望 ま し い 。  

(ⅳ ) 社 会 福 祉 士 を 院 内 に 確 保 す る こ と が 望 ま し い 。  

ウ  小 児 救 急 患 者 の 治 療 を 行 う 病 室 に つ い て は 、 年 間 お お む ね 100 例 以 上 の

入 院 を 取 り 扱 う こ と と し 、う ち 相 当 数 が 救 急 外 来 か ら の 入 院 又 は 他 院 か ら

の 搬 送 入 院 で あ る こ と と す る 。  

エ  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、救 急 搬 送 を 相 当 数（ 本 院 を 含 む 。）受 け 入

れ る も の と す る 。  

オ  地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、同 セ ン タ ー が 属 す る 医 療 機 関 お よ び 同 セ ン

タ ー が 所 在 す る 三 次 医 療 圏 に お け る 小 児 救 急 患 者 に 対 し 、 小 児 集 中 治 療 室

を 要 す る 医 療 機 関 へ の 広 域 搬 送 を 相 当 数 行 う も の と す る 。  

カ  施 設 及 び 設 備  

(ｱ) 施  設  

(ⅰ ) Ｉ Ｃ Ｕ と 同 等 の 小 児 救 急 患 者 に も 対 応 可 能 な 病 床 を 10 床 以 上 有

し 、 独 立 し た 看 護 単 位 を 有 す る も の と す る 。  

(ⅱ ) 地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 専 用 の 診 察 室 （ 救 急 蘇 生

室 ）を 設 け る も の と す る 。な お 、緊 急 検 査 室 、放 射 線 撮 影 室 、手 術

室 等 に つ い て は 、優 先 し て 使 用 で き る 体 制 を 確 立 し て お く も の と す

る 。  

(ⅲ ) 必 要 に 応 じ 、 適 切 な 場 所 に ヘ リ ポ ー ト を 整 備 す る も の と す る 。  

(ⅳ ) 診 療 に 必 要 な 施 設 は 耐 震 構 造 で あ る こ と 。 （ 併 設 病 院 を 含 む 。 ）  

(ｲ) 設  備  

(ⅰ ) 地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー と し て 必 要 な 医 療 機 器 を 備 え る も の と

 す る 。  

(ⅱ ) 必 要 に 応 じ 、 ド ク タ ー カ ー を 有 す る も の と す る 。  
 

５ ． 留 意 事 項  

小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー 、 地 域 小 児 救 命 救 急 セ ン タ ー は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が

実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

 

第 ６  ド ク タ ー ヘ リ 導 入 促 進 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、救 急 医 療 用 ヘ リ コ プ タ ー を 用 い た 救 急 医 療 の 確 保 に 関 す る 特 別 措

置 法（ 平 成 １ ９ 年 法 律 第 １ ０ ３ 号 ）の 趣 旨 に 基 づ き 、救 命 救 急 セ ン タ ー に ド ク タ

ー ヘ リ を 委 託 に よ り 配 備 し 、救 急 患 者 の 救 命 率 等 の 向 上 、広 域 救 急 患 者 搬 送 体 制

の 向 上 及 び ド ク タ ー ヘ リ の 全 国 的 導 入 の 促 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  
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(1) 都 道 府 県 又 は 地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）第 ２ ８ ４ 条 第 ３ 項 に

規 定 す る 広 域 連 合（ 以 下「 広 域 連 合 」と い う 。）並 び に 都 道 府 県 知 事 又 は 広

域 連 合 の 長 の 要 請 を 受 け た 救 命 救 急 セ ン タ ー が 実 施 す る 事 業 を 補 助 対 象 と

す る 。  

(2) 都 道 府 県 又 は 広 域 連 合 が 、救 命 救 急 セ ン タ ー に 配 備 し 、当 該 セ ン タ ー に お

い て 実 施 す る 事 業 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) ド ク タ ー ヘ リ の 運 航 に 係 る 関 係 機 関 等 と の 調 整 、 地 域 住 民 へ の 普 及 啓 発

等 を 行 う 運 航 調 整 委 員 会 を 設 置 し 、 本 事 業 の 実 施 、 運 営 に 関 す る 必 要 事 項

に 係 る 諸 調 整 等 を 行 い 、 ド ク タ ー ヘ リ の 運 行 に 万 全 を 期 す と と も に 地 域 住

民 の 理 解 と 協 力 が 得 ら れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(2) 運 航 調 整 委 員 会 の 委 員 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 、 地 域 医 師 会 、 消 防 、 警 察 ､

国 土 交 通 、 教 育 委 員 会 等 関 係 官 署 に 所 属 す る 者 、 ド ク タ ー ヘ リ 運 航 会 社 、

ド ク タ ー ヘ リ 基 地 病 院 及 び 有 識 者 に よ り 構 成 す る も の と し 、 こ れ ら 関 係 機

関 と 密 接 な 連 携 を と っ て 当 該 事 業 を 実 施 す る も の と す る 。  

(3) 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、救 急 医 療 専 用 ヘ リ コ プ タ ー 、操 縦 士 、整 備 士 及

び 運 航 管 理 者 等 を 運 航 会 社 と の 委 託 契 約 に よ り 配 備 す る も の と す る 。  

(4) 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、ド ク タ ー ヘ リ に 同 乗 す る 医 師 、看 護 師 等 を 確 保

（ 都 道 府 県 の 委 託 に よ り 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 配 備 先 の 救 命 救 急 セ ン タ ー

に お い て 確 保 ） す る と と も に 、 出 動 及 び 搬 送 に お い て は 、 必 ず 医 師 を 、 必

要 に 応 じ て 看 護 師 を 同 乗 さ せ る も の と す る 。  

(5) 出 動 及 び 搬 送 に つ い て は 、原 則 と し て 消 防 官 署 、医 療 機 関 、又 は 航 空 法 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 ２ ５ 年 国 土 交 通 省 令 第 ９ ０ 号 ） を う け

て 、 運 航 調 整 委 員 会 が 必 要 と 認 め た 者 か ら の 要 請 に 対 し て 医 師 、 操 縦 士 等

の 判 断 の も と 行 う も の と す る 。  

(6) 出 動 範 囲 は 、原 則 と し て 県 内 全 域 を 対 象 と す る も の と す る 。必 要 に 応 じ て 、

他 都 道 府 県 に 及 ぶ も の に つ い て も 対 象 と す る も の と し 、 隣 接 都 道 府 県 等 と

協 定 を 結 び 相 互 応 援 や 共 同 運 航 （ ド ク タ ー ヘ リ 導 入 都 道 府 県 間 及 び 未 導 入

府 へ の 応 援 ） と い っ た 体 制 を 構 築 す る も の と す る 。  

(7) 飛 行 中 の ド ク タ ー ヘ リ と 救 命 救 急 セ ン タ ー 又 は 救 急 隊 等 と の 通 信 手 段 の

確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い も の と す る 。  

(8) ド ク タ ー ヘ リ の 運 航 を 委 託 す る 運 航 会 社 の 選 定 指 針 及 び 無 線 に よ る 通 信

手 段 を 確 保 す る 場 合 の 無 線 の 運 用 指 針 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

(9) 特 に 、日 没 後 又 は 日 出 前 に お け る 飛 行（ 以 下「 夜 間 飛 行 」と い う 。）を 行

う 場 合 に お い て は 、 安 全 性 を 十 分 確 保 す る も の と す る 。  

(10) 夜 間 飛 行 に は 、 薄 暮 時 間 帯 等 の み の 短 時 間 の 延 長 飛 行 は 含 ま れ な い 。  

(11) 「 ド ク タ ー ヘ リ の 安 全 運 航 の た め の 取 組 に つ い て 」 （ 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２

５ 日 付 け 医 政 地 発 ０ ７ ２ ５ 第 ３ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 長 通 知 ）

に 基 づ き 、 ド ク タ ー ヘ リ 運 航 の 安 全 を 図 る も の と す る 。  

(12) ド ク タ ー ヘ リ が 介 入 し た 症 例 に つ い て 、 ド ク タ ー ヘ リ に よ る 診 療 の 効 果

検 証 を 行 う 体 制 を 構 築 す る も の と す る 。  

(13) 毎 年 度 、 連 続 ３ 日 間 以 上 の 運 航 停 止 （ 天 候 に よ る も の を 除 く 。 ） と な っ
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た 事 案 に つ い て 、厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 に 報 告 す る も の と す る ｡ 

 

４ ．整 備 基 準（ 都 道 府 県 の 委 託 に よ り 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 配 備 先 の 救 命 救 急 セ

ン タ ー に つ い て も 同 様 の 基 準 と す る 。 ）  

(1) 救 命 救 急 セ ン タ ー の 医 師 が 直 ち に 搭 乗 す る こ と が で き る 場 所 に ヘ リ ポ ー

ト を 有 し 、 救 命 救 急 セ ン タ ー 内 ま で の 導 線 及 び 患 者 移 送 の 方 法 が 確 保 さ れ

て い る こ と 。  

(2) 救 急 医 療 用 ヘ リ コ プ タ ー に つ い て 十 分 な 見 識 を 有 す る こ と 。  

(3) 救 命 救 急 セ ン タ ー を 設 置 す る 地 域 が 、 当 該 事 業 目 的 に 従 い 十 分 に 効 果 を

発 揮 す る 地 域 で あ る こ と 。  

(4) 救 命 救 急 セ ン タ ー を 運 営 す る 病 院 が 、 当 該 事 業 に 対 し て 総 力 を 挙 げ て 協

力 す る 体 制 を 有 す る こ と 。  

(5) 救 命 救 急 セ ン タ ー と 消 防 機 関 等 と の 連 携 が 従 前 よ り 緊 密 で あ る こ と 。  

(6) 救 命 救 急 セ ン タ ー の 運 営 に 支 障 を 来 た さ な い こ と 。  

(7) 夜 間 飛 行 を 行 う 場 合 に お い て は 、 ド ク タ ー ヘ リ が 離 着 陸 を 行 う ヘ リ ポ ー

ト に 照 明 器 具 を 設 置 す る こ と 。  

 

（ 注 ）「 ド ク タ ー ヘ リ 」と は 、救 急 医 療 に 必 要 な 機 器 及 び 医 薬 品 を 装 備 し た ヘ

リ コ プ タ ー で あ っ て 、救 急 医 療 の 専 門 医 及 び 看 護 師 等 が 同 乗 し 救 急 現 場 等

に 向 か い 、現 場 等 か ら 医 療 機 関 に 搬 送 す る ま で の 間 、患 者 に 救 命 医 療 を 行

う こ と の で き る 専 用 の ヘ リ コ プ タ ー の こ と を い う 。  

 

５ ． 留 意 事 項  

ド ク タ ー ヘ リ 基 地 病 院 は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力

し 、 事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

 

第 ７ 救 急 救 命 士 病 院 実 習 受 入 促 進 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、医 療 機 関 に お い て 救 急 救 命 士 の 行 う 心 肺 蘇 生 等 の 救 急 救 命 処 置 の

実 習 を 行 う た め の 体 制 整 備 を 促 進 す る こ と に よ り 、救 急 救 命 士 の 業 務 の 高 度 化 と

資 質 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け た 病 院 の 開 設 者（ 救 命 救 急 セ ン タ ー を

除 く 。 ） が 行 う 救 急 救 命 士 の 病 院 実 習 受 入 促 進 事 業 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

救 急 救 命 士 の 病 院 実 習 は 、 以 下 の 内 容 の 病 院 実 習 を 実 施 す る 。  

(1) 「 救 急 救 命 士 の 薬 剤 投 与 の 実 施 の た め の 講 習 及 び 実 習 要 領 に つ い て（ 平 成

１ ７ 年 ３ 月 １ ０ 日 付 け 医 政 指 発 第 0310002 号 ） 」 に 基 づ く 救 急 救 命 士 の 教

育  
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(2) 「 救 急 救 命 士 の 気 管 内 チ ュ ー ブ に よ る 気 道 確 保 の 実 施 の た め の 講 習 及 び

実 習 要 領 に つ い て （ 平 成 １ ６ 年 ３ 月 ２ ３ 日 付 け 医 政 指 発 第 0323049 号 ） 」

に 基 づ く 救 急 救 命 士 の 教 育  

(3) 「 救 急 救 命 士 の 資 格 を 有 す る 救 急 隊 員 に 対 し て 行 う 就 業 前 教 育 の 実 施 要

綱 に つ い て （ 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 付 け 消 防 救 第 ４ ２ 号 ） 」 に 基 づ く 救 急 救 命

士 の 資 格 を 有 す る 救 急 隊 員 の 就 業 前 教 育  

(4) 「 救 急 隊 員 の 教 育 訓 練 の 充 実 強 化 に つ い て（ 昭 和 ６ ０ 年 ４ 月 ８ 日 付 け 消 防

救 第 ３ ２ 号 」 、 「 救 急 隊 員 資 格 取 得 講 習 そ の 他 救 急 隊 員 の 教 育 訓 練 の 充 実

強 化 に つ い て （ 平 成 元 年 ５ 月 １ ８ 日 付 け 消 防 救 第 ５ ３ 号 ） 」 及 び 「 救 急 業

務 の 高 度 化 の 推 進 に つ い て（ 平 成 １ ３ 年 ７ 月 ４ 日 付 け 消 防 救 第 ２ ０ ４ 号 ）」

に 基 づ く 救 急 救 命 士 の 資 格 を 有 す る 救 急 隊 員 の 再 教 育  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 に は 、原 則 と し て 、救 急 医 療 に 精 通 し て い る

医 師 を 複 数 有 す る も の と す る ｡（ 一 般 社 団 法 人 日 本 救 急 医 学 会 が 認 定 す る 指

導 医 、救 急 科 専 門 医 、公 益 社 団 法 人 日 本 麻 酔 科 学 会 認 定 専 門 医（ 旧 指 導 医 ）

等 ）  

(2) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 院 内 の 救 急 医 療 に 精 通 し て い る 医 師 の

中 か ら １ 人 を コ ー デ ィ ネ ー タ ー 医 と し て 指 定 し 、 主 に 以 下 の 業 務 を 行 う こ

と 。  

ア  病 院 実 習 を 受 け る に 足 り る 知 識・技 能 を 有 す る 救 急 救 命 士 で あ る こ と の

確 認  

イ  入 院 患 者 等 へ の イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト の 実 施・確 認 に つ い て 倫 理 委

員 会 へ の 報 告  

ウ  受 入 診 療 科 に お け る 実 習 指 導 医 の 確 保 に 関 す る 調 整（ 診 療 時 間 の 調 整 等 ） 

エ  実 習 指 導 医 の 指 導 内 容 の 調 整 （ 重 複 や 漏 れ の チ ェ ッ ク ）  

オ  実 習 終 了 認 定 の 調 整 （ 各 診 療 科 か ら の 評 価 結 果 の 総 合 評 価 ）  

カ  他 の 医 療 機 関 及 び 消 防 機 関 と の 受 入 時 期 等 の 調 整  

キ  地 域 メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協 議 会 へ の 出 席 等  

(3) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 患 者 へ の 同 意 を 行 う 体 制 や 安 全 確 保 に

関 す る 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

(4) 救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 は 、 実 習 生 に 対 し て 適 切 な 待 機 場 所 を 提 供

す る と と も に 、 必 要 な オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 す る こ と 。  

 

５ ． 設  備  

救 急 救 命 士 の 実 習 を 行 う 病 院 と し て 必 要 な 医 療 機 器 等 を 備 え る も の と す る 。  

 

 

第 ８ 小 児 集 中 治 療 室 整 備 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、小 児 集 中 治 療 室 を 整 備 し 、小 児 重 症 患 者 の 適 切 な 医 療 を 確 保 す る

こ と を 目 的 と す る 。  
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２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け て 病 院 の 開 設 者 が 整 備 す る 小 児 集 中

治 療 室 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 整 備 基 準  

(1) 施  設  

小 児 集 中 治 療 室 病 床 を ６ 床 以 上 有 し 、 独 立 し た 看 護 単 位 を 有 す る も の と す

る 。  

(2) 設  備  

小 児 集 中 治 療 室 と し て 必 要 な 医 療 機 器 を 備 え る も の と す る 。  

 

 

第 ９ 非 医 療 従 事 者 に 対 す る 自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ） の 普 及 啓 発 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、 非 医 療 従 事 者 に 自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ 以 下 「 Ａ Ｅ Ｄ 」 と い う 。 ）

の 普 及 及 び 講 習 を 実 施 し 、医 療 従 事 者 の 速 や か な 確 保 が 困 難 な 場 合 の 心 肺 停 止 者

に 対 す る 除 細 動 処 置 を 行 う こ と に よ り 、救 命 率 の 向 上 に 資 す る こ と 及 び 都 道 府 県

に お い て 都 道 府 県 内 に 設 置 さ れ た Ａ Ｅ Ｄ の 適 切 な 管 理 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。

  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県（ 委 託 を 含 む 。）が 実 施 す る Ａ Ｅ Ｄ 普 及・啓 発 事 業 、非 医 療 従 事 者 等

へ の 講 習 及 び Ａ Ｅ Ｄ の 適 切 な 管 理 に 関 す る 事 業 を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 都 道 府 県 内 に 設 置 さ れ た Ａ Ｅ Ｄ の 適 切 な 管 理 を 行 い 、 消 耗 品 の 期 限 が 切

れ る 前 の 更 新 を 呼 び か け る な ど 、 設 置 さ れ た Ａ Ｅ Ｄ が 有 効 に 活 用 で き る 体

制 を 構 築 す る こ と 。  

(2) 都 道 府 県 は Ａ Ｅ Ｄ の 設 置 場 所 に つ い て 、 日 本 救 急 医 療 財 団 か ら 提 供 さ れ

る 設 置 登 録 情 報 や 独 自 調 査 等 に よ り 得 た 情 報 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ り 、 地

域 住 民 へ 情 報 提 供 を 行 う こ と 。  

(3) 「 非 医 療 従 事 者 に よ る 自 動 体 外 式 除 細 動 器（ Ａ Ｅ Ｄ ）の 使 用 に つ い て（ 平

成 １ ６ 年 ７ 月 １ 日 付 け 医 政 発 第 0701001 号 ） 」 あ る い は 「 応 急 手 当 の 普 及

啓 発 活 動 の 推 進 に 関 す る 実 施 要 綱 （ 平 成 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日 付 け 消 防 救 第 ４ １

号 ） に 基 づ く Ａ Ｅ Ｄ の 使 用 を 含 め た 心 肺 蘇 生 法 の 普 及 ・ 啓 発 を 行 い 、 救 命

率 の 向 上 に 努 め る こ と 。  

 

４ ． 実 施 基 準  

都 道 府 県（ 委 託 を 含 む 。）に お い て 、Ａ Ｅ Ｄ を 普 及 す る た め の 関 係 者 か ら な る

協 議 会 を 設 置 し 、Ａ Ｅ Ｄ の 設 置 場 所 の 選 定 、Ａ Ｅ Ｄ を 普 及 す る た め の 指 導 者 養 成

講 習 会 の 実 施 、地 域 住 民 を 対 象 と し た 普 及 の た め の 講 習 会 、Ａ Ｅ Ｄ の 適 切 な 管 理
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の た め 設 置 場 所 等 の 情 報 収 集 等 を 実 施 す る も の と す る 。  

 

 

第 10 救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー （ 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム ）  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、都 道 府 県 が 県 全 域 を 対 象 と し た 救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー（ 広 域 災 害・

救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム ）を 整 備 す る と と も に 、都 道 府 県 セ ン タ ー 間 の コ ン ピ ュ ー

タ ネ ッ ト ワ ー ク の 運 営 、バ ッ ク ア ッ プ セ ン タ ー の 運 営 を 行 い 、通 常 時 は 救 急 医 療

施 設 か ら 的 確 に 情 報 を 収 集 し 、医 療 施 設 、消 防 本 部 等 へ 必 要 な 情 報 の 提 供 を 行 い 、

円 滑 な 連 携 体 制 の 基 に 、救 急 患 者 の 医 療 を 確 保 し 、ま た 、災 害 時 に は 医 療 機 関 の

稼 働 状 況 、医 師・看 護 師 等 要 員 の 状 況 、電 気 等 の 生 活 必 需 基 盤 の 確 保 、医 薬 品 等

の 備 蓄 状 況 等 、災 害 医 療 に 係 る 総 合 的 な 情 報 収 集 及 び 提 供 を 行 う こ と を 目 的 と す

る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 委 託 を 受 け た 法 人 が 整 備 、運 営 す る 救 急 医 療 情 報

セ ン タ ー （ 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム ） を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 通 常 時 は 、各 都 道 府 県 の 状 況 に 応 じ た 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム と す る 。す な

わ ち 、 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 、 入 院 を 要 す る （ 第 二 次 ） 救 急 医 療 機 関 及 び

救 命 救 急 セ ン タ ー 、そ の 他 救 急 医 療 に 必 要 な 体 制 に 関 す る 情 報 を 収 集 し ､医

療 施 設 及 び 消 防 本 部 等 に 必 要 な 情 報 を 提 供 す る も の と す る 。  

(2) 必 要 に 応 じ 、隣 接 す る 都 道 府 県 と 連 携 し 、相 互 に 情 報 提 供 を 行 う と と も に 、

周 産 期 医 療 情 報 シ ス テ ム と の 相 互 連 携 を 図 る も の と す る 。  

(3) 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム に 参 加 す る 医 療 機 関 は 、 救 急 患 者 の 搬 送 が 円 滑 に

行 わ れ る よ う 、 救 急 患 者 受 入 可 否 等 の 救 急 医 療 情 報 の 随 時 更 新 に 努 め る も

の と す る 。  

  な お 、主 と し て 住 民 へ の 情 報 提 供 に 資 す る も の に つ い て は 、そ の 必 要 に 応

じ て 更 新 す る も の と す る 。  

(4) 災 害 時 に 迅 速 か つ 的 確 に 救 援・救 助 を 行 う た め 、全 国 の 医 療 施 設 の 状 況 を

全 国 の 医 療 施 設 、 消 防 機 関 、 保 健 所 そ の 他 の 行 政 機 関 等 が 把 握 可 能 な 情 報

シ ス テ ム と す る 。  

(5) 災 害 時 に 交 換 す る 情 報 は 、 全 国 共 通 化 す る も の と す る 。  

(6) 都 道 府 県 セ ン タ ー は 、災 害 時 に お い て 災 害・救 急 医 療 情 報 を 広 域 的 に 利 用

す る た め に 後 方 支 援（ 以 下「 バ ッ ク ア ッ プ 」と い う 。」）機 能 を 保 持 す る バ

ッ ク ア ッ プ セ ン タ ー と 結 ぶ も の と す る 。 ま た 、 災 害 時 に お い て 都 道 府 県 セ

ン タ ー が 機 能 し な く な っ た 場 合 に お い て は 、 都 道 府 県 セ ン タ ー の 役 割 を バ

ッ ク ア ッ プ セ ン タ ー が 直 接 行 え る よ う に す る も の と す る 。  

(7) 災 害 時 に 登 録 し た 情 報 は 、 国 民 が 有 効 に 利 用 で き る よ う 必 要 な 情 報 を イ

ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ 公 開 す る も の と す る 。  

(8) 地 域 に お け る 救 急 医 療 に 係 る 問 題 点 へ の 取 り 組 み や 医 療 ・ 消 防 機 関 等 関
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係 者 と の 連 携 体 制 を 構 築 す る た め 、 都 道 府 県 セ ン タ ー に 「 救 急 医 療 情 報 セ

ン タ ー 運 営 委 員 会 」 を 設 置 し 、 都 道 府 県 メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協 議 会 ※

と 連 携 し て 地 域 の 救 急 医 療 体 制 が 適 正 に 機 能 す る 体 制 を 確 保 す る 。  

 

※ メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協 議 会  

 救 急 救 命 士 等 の 活 動 等 に つ い て 医 師 が 指 示 ・ 指 導 ・ 助 言 及 び 検 証 す る こ と に よ り

病 院 前 救 護 の 質 を 保 障 す る 体 制 の 整 備 に 係 る 協 議 の 場 。  

 

４ ． 事 業 内 容  

(1) 通 常 時 の 事 業  

ア  情 報 収 集 事 業 （ 随 時 更 新 ）  

(ｱ) 診 療 科 別 医 師 の 在 否  

(ｲ) 診 療 科 別 の 手 術 及 び 処 置 の 可 否  

(ｳ) 病 室 の 空 床 状 況 （ 診 療 科 別 、 男 女 別 、 集 中 治 療 室 等 の 特 殊 病 室 及 び

そ の 他 ）  

(ｴ) そ の 他 救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 等 が 必 要 と 認 め る 情 報  

イ   情 報 提 供 、 相 談 事 業  

医 療 施 設 、 消 防 本 部 及 び 地 域 住 民 か ら の 問 い 合 わ せ に 対 し

て 適 切 な 受 入 れ 施 設 の 選 定 、 確 認 又 は 回 答 を 行 う も の と す る 。 

ウ  救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 の 開 催  

(2) 災 害 時 の 情 報 収 集 及 び 提 供 事 業  

ア   医 療 施 設 状 況  

イ  患 者 転 送 要 請  

ウ   医 薬 品 等 備 蓄 状 況  

エ   電 気 等 の 生 活 必 需 基 盤 の 確 保 状 況  

オ   受 入 患 者 状 況  

 

５ ． 整 備 基 準  

(1) バ ッ ク ア ッ プ セ ン タ ー  

ア  全 国 の 災 害・救 急 医 療 情 報 を バ ッ ク ア ッ プ す る た め に 全 国 に １ か 所 バ ッ

ク ア ッ プ セ ン タ ー を 置 く も の と す る 。  

イ   運 用 は ２ ４ 時 間 体 制 で 行 う も の と す る 。  

ウ  耐 震 性 の 建 物 に 設 置 す る も の と す る 。  

(2) 都 道 府 県 セ ン タ ー  

ア  各 都 道 府 県 に は 、広 域 災 害・救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム を 運 用 、登 録 す る た

め の 都 道 府 県 セ ン タ ー を 設 け る も の と す る 。  

イ  運 用 は ２ ４ 時 間 体 制 で 行 う も の と す る 。  

ウ  耐 震 性 の 建 物 に 設 置 す る よ う 配 慮 す る も の と す る 。  

(3) 端 末 機 器  

医 療 施 設 、 保 健 所 そ の 他 の 行 政 機 関 等 に 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム

の 情 報 交 換 の た め の 端 末 機 器 を 置 く も の と す る 。  

(4) 救 急 医 療 情 報 セ ン タ ー 運 営 委 員 会  

運 営 委 員 会 の 委 員 は 、都 道 府 県 、市 町 村 、保 健 所 、二 次 医 療 圏 協 議 会 、消 防
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機 関 、地 区 医 師 会 、救 命 救 急 セ ン タ ー 等 に 所 属 す る 者 か ら 構 成 す る も の と す

る 。  

 

６ ． 留 意 事 項  

都 道 府 県 は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事 業 の 実 施

状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

７ ．上 記 に よ り が た い 場 合 は 、あ ら か じ め 厚 生 労 働 大 臣 に 協 議 の 上 適 当 と 認 め た

も の と す る 。  

 

 

第 11 救 急 ・ 周 産 期 医 療 情 報 シ ス テ ム 機 能 強 化 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、都 道 府 県 が 整 備 す る 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム 及 び 周 産 期 救 急 情 報 シ

ス テ ム の 連 携 及 び 機 能 強 化 を 図 る こ と に よ り 、救 急 搬 送 患 者 の 円 滑 な 受 入 体 制 の

確 保 を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 委 託 を 受 け た 法 人 が 整 備 、運 営 す る 救 急 医 療 情 報

シ ス テ ム 及 び 周 産 期 救 急 情 報 シ ス テ ム を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 整 備 基 準  

救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム 及 び 周 産 期 救 急 情 報 シ ス テ ム の 連 携 及 び 機 能 強 化 を 図

る た め 、 次 に 掲 げ る 項 目 の い ず れ か を 含 む 整 備 を 実 施 す る こ と 。  

(1) 消 防 法 第 ３ ５ 条 の ５ 第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実

施 基 準 に 基 づ く 救 急 患 者 の 受 入 体 制 整 備 に 必 要 な 医 療 機 関 の 応 需 情 報 （ 症

候 別 、処 置 機 能 別 、診 療 科 別 、緊 急 度 等 ）の 入 力 支 援 及 び 表 示・閲 覧 機 能 。  

(2) 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム と 周 産 期 医 療 情 報 シ ス テ ム の 一 体 的 運 用 や 相 互 の

情 報 参 照 等 に よ る 連 携 機 能 。  

(3) 地 域 を 越 え た 医 療 機 関 の 応 需 情 報（ 症 候 別 、処 置 機 能 別 、診 療 科 別 、緊 急

度 等 ） の 相 互 閲 覧 等 を 行 う た め の 相 互 接 続 機 能 。  

(4) Ｉ Ｃ Ｔ を 用 い 、 救 急 患 者 を 搬 送 す る 医 療 機 関 を 速 や か に 選 定 等 す る 機 能  

 

４ ． 留 意 事 項  

都 道 府 県 は 、 厚 生 労 働 省 医 政 局 が 実 施 す る 現 況 調 査 等 に 協 力 し 、 事 業 の 実 施

状 況 を 報 告 す る こ と 。  

 

５ ．上 記 に よ り が た い 場 合 は 、あ ら か じ め 厚 生 労 働 大 臣 に 協 議 の 上 適 当 と 認 め た

も の と す る 。  
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第 12 救 急 患 者 退 院 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、地 域 の 実 情 に 精 通 し た 看 護 師 、社 会 福 祉 士 等 の 医 療 従 事 者 を「 救

急 患 者 退 院 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」（ 以 下 、「 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」と い う 。）と し て

医 療 機 関 等 に 配 置 す る こ と に よ り 、急 性 期 を 脱 し た 救 急 患 者 の 円 滑 な 転 床・転 院

を 促 進 し 、救 急 医 療 用 病 床 を 有 効 に 活 用 す る と と も に 、医 師 等 の 負 担 を 軽 減 す る

こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県（ 委 託 を 含 む 。）又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け て 病 院 の 開 設 者 が 整

備 、運 営 す る 救 命 救 急 セ ン タ ー 及 び 第 二 次 救 急 医 療 機 関（ 以 下「 救 急 医 療 機 関 等 」

と い う 。 ） が 配 置 す る コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 補 助 対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

コ ー デ ィ ネ ー タ ー は 、急 性 期 を 脱 し た 救 急 患 者 が 、救 急 医 療 機 関 等 の 救 急 医 療

用 病 床 か ら 転 院・転 床 を 円 滑 に 行 う た め に 施 設 内・施 設 間 の 連 携・調 整 を 行 う こ

と と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

コ ー デ ィ ネ ー タ ー は 、配 置 さ れ た 医 療 機 関 や 関 係 す る 医 療 機 関 だ け で な く 、広

く 地 域 に お け る 医 療 機 関 の 連 携 ・ 調 整 に 重 点 を お い て 業 務 を 行 う こ と 。  

 

 

第 13 中 毒 情 報 セ ン タ ー 情 報 基 盤 整 備 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、公 益 財 団 法 人 日 本 中 毒 情 報 セ ン タ ー が 化 学 物 質 等 に よ る 急 性 中 毒

の 治 療 方 法 等 に 関 す る 情 報 を 迅 速 に 提 供 す る た め 、そ れ ら の 情 報 に 関 す る 情 報 基

盤 を 整 備 し 、 急 性 中 毒 対 策 の 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

公 益 財 団 法 人 日 本 中 毒 情 報 セ ン タ ー と す る 。  

 

３ ． 事 業 内 容  

(1) 化 学 物 質 等 に よ っ て 起 こ る 急 性 中 毒 に 関 す る 次 の よ う な 情 報 の 収 集 及 び

提 供  

ア  急 性 中 毒 の 原 因 と な る 物 質 の 名 称 、 成 分 、 組 成 等 に 関 す る 情 報  

イ  ア の 物 質 を 含 有 す る 商 品 の 名 称 、 含 有 量 等 に 関 す る 情 報  

ウ  急 性 中 毒 の 症 状 及 び 治 療 方 法 等 に 関 す る 情 報  

(2) (1)に よ り 収 集 し た 情 報 の 整 理 集 積  

(3) 急 性 中 毒 に 関 す る 情 報 提 供 に 必 要 な 基 礎 資 料 の 作 成  

(4) ２ ４ 時 間 体 制 で 医 師 の 適 切 な 指 示 が 受 け ら れ る 体 制 を 確 保 す る 。  
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第 14 救 急 医 療 体 制 強 化 事 業 （ メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 体 制 強 化 事 業 ）  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、都 道 府 県 が 地 域 の 救 急 医 療 の 実 情 に 精 通 し た 医 師（ 以 下「 Ｍ Ｃ 医

師 」 と い う ｡） を メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協 議 会 （ 以 下 「 Ｍ Ｃ 協 議 会 」 と い う ｡）

に 配 置 す る こ と に よ り 、救 急 搬 送 困 難 事 例 の 解 消 等 を 図 り 、円 滑 な 救 急 搬 送 受 入

体 制 を 構 築 す る た め 、メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 体 制 の も と で 、消 防 法 に お け る 傷

病 者 の 搬 送 及 び 傷 病 者 の 受 入 れ に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 実 施 基 準 」 と い う ｡） の 検

証 を 行 う こ と な ど を 通 じ て 地 域 の 救 急 医 療 体 制 を 強 化 す る と と も に 、メ デ ィ カ ル

コ ン ト ロ ー ル に 精 通 し た 医 師 を 育 成 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

こ の 事 業 の 実 施 主 体 は 、 都 道 府 県 と す る 。 （ 委 託 を 含 む 。 ）  

 

３ ． 運 営 方 針  

都 道 府 県 は 、Ｍ Ｃ 医 師 を 通 じ て 地 域 の 救 急 医 療 体 制 の 充 実 強 化 が 図 ら れ る よ う

体 制 整 備 を 行 う た め 状 況 の 把 握・分 析 を 行 い 、そ れ を も と に 指 導 、助 言 等 を 行 う

と と も に 、実 施 基 準 に 基 づ い て 救 急 患 者 が 円 滑 に 医 療 機 関 に 受 入 れ が な さ れ て い

る か 、 Ｍ Ｃ 協 議 会 内 で 中 心 と な っ て 検 証 等 を 行 う も の と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

本 事 業 の 目 的 を 適 切 に 果 た す こ と が で き る よ う 、都 道 府 県 は 、Ｍ Ｃ 医 師 の 身 分

を 明 ら か に す る と と も に 、Ｍ Ｃ 医 師 の 役 割 、具 体 的 な 業 務 内 容 、消 防 機 関 と の 連

携 体 制 、そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 、地 域 の 実 情 等 を 踏 ま え な が ら 明 確 に す る こ

と 。ま た 、定 め た 業 務 内 容 等 に つ い て は 、あ ら か じ め 消 防 機 関・医 療 機 関 等 の 関

係 機 関 に 対 し て 周 知 徹 底 す る こ と 。  

Ｍ Ｃ 医 師 は 、本 事 業 の 業 務 に 従 事 す る 時 間 帯 は 、診 療 を 離 れ 、地 域 の 医 療 機 関 、

消 防 機 関 、都 道 府 県 、市 町 村 、地 域 医 師 会 等 関 係 団 体 等 と 調 整 等 を 行 う た め 、Ｍ

Ｃ 協 議 会 に 主 と し て 携 わ る も の と す る が 、そ れ 以 外 の 時 間 帯 は 医 療 機 関 等 で 診 療

を 行 う こ と が で き る ｡（ 地 域 の 実 情 に 応 じ て Ｍ Ｃ 医 師 を 複 数 人 指 名 し て 持 ち 回 り

と す る こ と も 可 能 と す る 。 ）  

Ｍ Ｃ 医 師 は 、 救 急 医 療 に 従 事 す る 医 師 で 、 地 域 の 救 急 医 療 の 実 情 を 踏 ま え ､救

急 医 療 機 関 、消 防 機 関 、都 道 府 県 等 の 行 政 機 関 、地 域 医 師 会 等 関 係 団 体 と の 調 整

等 の 業 務 を 担 う た め に 必 要 な 知 識・経 験 を 有 す る も の と し 、原 則 、５ 年 以 上 の 救

急 臨 床 歴 が あ り 、救 急 科 専 門 医 や そ れ と 同 等 の 資 格 を 有 し 、２ 年 以 上 地 域 の メ デ

ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル に 関 与 し 、経 験 を 積 ん だ 医 師 で 、地 域 に お い て Ｂ Ｌ Ｓ 、Ａ Ｃ

Ｌ Ｓ 、Ｊ Ｐ Ｔ Ｅ Ｃ 、Ｊ Ａ Ｔ Ｅ Ｃ な ど の 講 習 会 や 救 急 隊 教 育 に お い て 指 導 歴 が あ る

こ と と す る ｡（ 厚 生 労 働 省 が 行 う 病 院 前 医 療 体 制 に お け る 指 導 医 等 研 修（ 上 級 者 ）

の 受 講 者 が 望 ま し い 。 ）  

 

５ ． 事 業 の 内 容  
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(1) 救 急 医 療 の 地 域 に お け る 諸 課 題 の 把 握 、 分 析  

医 療 機 関 、 消 防 機 関 等 に 対 す る 実 態 調 査 や ヒ ア リ ン グ 等 に よ り 、 地 域 に お

け る 救 急 医 療 の 諸 課 題 を 把 握 、 分 析 し 、 必 要 に 応 じ て 搬 送 基 準 の 見 直 し ､改

善 を 行 う も の と す る 。  

(2) 消 防 機 関 ・ 医 療 機 関 等 に 対 す る 指 導 、 助 言 等  

(1)に よ る 分 析 を 検 証 し 、必 要 な 方 策 に つ い て 、都 道 府 県 等 と 連 携 し な が ら 、

必 要 に 応 じ て 消 防 機 関 、 医 療 機 関 に 対 し 指 導 、 助 言 等 を 行 う も の と す る 。  

(3) 救 急 医 療 機 関 及 び 後 方 支 援 病 院 の 確 保 、 支 援  

救 急 医 療 機 関 を 確 保 す る た め 関 係 機 関 と 調 整 を 行 う と と も に 、 搬 送 困 難 事

例 受 入 医 療 機 関 支 援 事 業 を 行 う 二 次 救 急 医 療 機 関 と 綿 密 に 連 携 す る も の と

す る 。ま た 、特 に 救 急 患 者 の 出 口 問 題 に つ い て 、地 域 や 医 療 機 関 の 退 院 コ ー

デ ィ ネ ー タ ー 等 と 共 同 し て 実 態 把 握 を 行 う と と も に 、協 議 の 場 を 設 け て 検 討

し 、後 方 支 援 病 院 に 対 し て 受 け 入 れ を 促 す も の と す る 。さ ら に 、精 神 疾 患 を

有 す る 患 者・小 児・妊 婦・透 析 患 者 等 、特 に 配 慮 を 要 す る 患 者 を 受 け 入 れ る

医 療 機 関 に つ い て あ ら か じ め 地 域 の 実 情 に 応 じ て 検 討 す る 。  

(4) 搬 送 先 医 療 機 関 及 び 転 送 先 医 療 機 関 の 確 保 、 調 整  

Ｍ Ｃ 医 師 は 、 休 日 ・ 夜 間 等 に お い て 、 救 急 隊 が 搬 送 先 の 選 定 に 苦 慮 す る 場

合 は 、消 防 機 関 等 か ら の 要 請 に 応 じ て 、自 ら そ の 搬 送 先 医 療 機 関 の 調 整 を 行

う こ と が 望 ま し い 。  

(5) 救 急 医 療 に 係 る 情 報 発 信 等  

地 域 に お い て 救 命 講 習 等 を 通 じ た 市 民 教 育 や 救 急 医 療 の 適 正 利 用 に 係 る 普

及 啓 発 、Ａ Ｅ Ｄ の 普 及 啓 発 や 設 置 の 推 進 な ど を 行 う も の と す る 。ま た 、消 防

関 係 者 等 地 域 の 関 係 者 に よ る 、救 急 現 場 に お け る 患 者 の 希 望 す る 医 療 に つ い

て 必 要 な 時 に 確 認 で き る 方 法 や 心 肺 蘇 生 を 望 ま な い 心 肺 停 止 患 者 へ の 対 応

方 針 の 検 討 の 推 進 な ど を 行 う も の と す る 。  

(6) 連 絡 会 議 の 開 催 等  

上 記 の 業 務 等 を 円 滑 に 遂 行 し 、 関 係 者 と の 連 携 、 調 整 を 図 る た め 連 絡 会 議

を 開 催 す る と と も に 、全 国 メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協 議 会 連 絡 会 に 出 席 す る

も の と す る 。  

(7) そ の 他 、 地 域 に お け る 救 急 医 療 体 制 の 充 実 強 化 に 必 要 な こ と を 実 施 す る

も の と す る 。  

(8) 上 記 に よ り が た い 場 合 は 、 あ ら か じ め 厚 生 労 働 大 臣 に 協 議 す る も の と す

る 。  

 

６ ． そ の 他  

都 道 府 県 は 、別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、事 業 の 実 施 状 況 等 を 厚 生 労 働 大 臣 に 報

告 す る も の と す る 。  

 

第 15 救 急 医 療 体 制 強 化 事 業 （ 搬 送 困 難 事 例 受 入 医 療 機 関 支 援 事 業 ）  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、長 時 間 搬 送 先 が 決 ま ら な い 救 急 患 者 を 一 時 的 で あ っ て も 受 け 入 れ

る 医 療 機 関 を 確 保 す る こ と に よ り 、救 急 搬 送 困 難 事 例 の 解 消 を 図 り 、地 域 に お い
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て 円 滑 な 救 急 搬 送 受 入 態 勢 を 構 築 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

こ の 事 業 の 実 施 主 体 は 、地 方 公 共 団 体 ま た は 地 方 公 共 団 体 の 長 の 要 請 を 受 け た

医 療 機 関 の 開 設 者 が 整 備 、運 営 す る 第 二 次 救 急 医 療 機 関（ 以 下 ､「 受 入 医 療 機 関 」

と い う 。 た だ し 、 精 神 科 単 科 医 療 機 関 を 除 く ｡） で 長 時 間 搬 送 先 が 決 ま ら な い 救

急 患 者 を 受 け 入 れ る 医 療 機 関 を 補 助 対 象 と す る 。  

ま た 、対 象 と な る 受 入 医 療 機 関 は 、消 防 法 第 ３ ５ 条 の ５ 第 ２ 項 第 ６ 号 に 規 定 さ

れ た 傷 病 者 の 受 け 入 れ に 関 す る 消 防 機 関 と 医 療 機 関 と の 間 の 合 意 を 形 成 す る た

め の 基 準 に よ り 、 明 確 に 位 置 付 け ら れ た 第 二 次 救 急 医 療 機 関 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

受 入 医 療 機 関 は 、救 急 隊 等 が 救 急 患 者 の 搬 送 先 の 選 定 に 苦 慮 す る 場 合 に お い て 、

消 防 機 関 等 か ら の 要 請 に 応 じ て 救 急 患 者 を 受 け 入 れ る も の と す る 。  

ま た 、 Ｍ Ｃ 協 議 会 に 配 置 さ れ る Ｍ Ｃ 医 師 と 連 携 を 図 る も の と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

(1) 必 ず 救 急 患 者 を 受 け 入 れ る 受 入 医 療 機 関  

受 入 医 療 機 関 は 、 地 域 に お い て 、 長 時 間 搬 送 先 が 決 ま ら な い 救 急 患 者 を 確

実 に 受 け 入 れ る た め に 必 要 な 空 床 等 の 体 制 を 確 保 す る も の と す る 。  

(2) 一 時 的 で あ っ て も 救 急 患 者 を 受 け 入 れ る 受 入 医 療 機 関  

受 入 医 療 機 関 は 、 地 域 に お い て 、 救 急 搬 送 の 応 需 状 況 に 応 じ て 、 長 時 間 搬

送 先 が 決 ま ら な い 救 急 患 者 を 一 時 的 に 受 け 入 れ る た め に 必 要 な 体 制 を 確 保

す る も の と す る 。ま た 、一 時 的 に 受 け 入 れ た 患 者 を 転 院 等 す る 必 要 が あ る 場

合 は 、Ｍ Ｃ 医 師 に 協 力 を 要 請 す る こ と や 、あ ら か じ め 地 域 で 定 め た ル ー ル に

従 い 転 院 先 の 確 保 を 行 う も の と す る 。  

 

 

第 16 外 傷 外 科 医 等 養 成 研 修 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、重 症 な 身 体 的 損 傷 に 適 切 に 対 応 す る た め に 必 要 な 手 術 療 法 に 係 る

知 識 、手 技 を 得 る た め の 研 修 を 実 施 し 、外 的 要 因 に よ り 生 じ た 重 症 外 傷（ 特 に 重

症 胸 腹 部 外 傷 ）の 治 療 を 担 う 医 師（ 外 科 医 、救 急 医 ）等 を 養 成 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

こ の 事 業 の 実 施 主 体 は ､「 外 傷 外 科 医 等 養 成 研 修 事 業 実 施 団 体 公 募 要 領 」 に 基

づ き 選 定 し た 団 体 と す る 。  

 

３ ． 事 業 の 内 容  

(1) 研 修 内 容 は 、 重 症 な 身 体 的 損 傷 に 適 切 に 対 応 す る た め に 必 要 な 手 術 療 法

に 係 る 知 識 、 手 技 を 得 る た め に 実 施 す る 座 学 及 び 実 技 と し 、 以 下 に 掲 げ る



 

23 

 

事 項 を 実 施 す る こ と 。  

ア  海 外 の 事 例 や デ ー タ ベ ー ス を 元 に し た 外 傷 戦 略 に 関 す る 事 項  

イ  救 急 医 療 に 関 し て の 倫 理 的 側 面 、 メ ン タ ル ケ ア に 関 す る 事 項  

ウ  銃 創 、 爆 傷 等 の 外 傷 治 療 に 必 要 な 知 識 及 び 手 技 に 関 す る 事 項  

エ  医 療 チ ー ム の 構 成 員 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関 す る 事 項  

(2) 受 講 対 象 者 は 、外 傷 初 期 診 療 ガ イ ド ラ イ ン（ Ｊ Ａ Ｔ Ｅ Ｃ ）な ど の 外 傷 初 期

診 療 訓 練 を 受 け た 医 師（ 外 科 医 、救 急 医 ）、外 傷 初 期 看 護 ガ イ ド ラ イ ン（ Ｊ

Ｎ Ｔ Ｅ Ｃ ） な ど の 外 傷 初 期 看 護 訓 練 を 受 け た 看 護 師 と し 、 原 則 以 下 に 掲 げ

る 者 と す る 。  

ア  治 療 戦 略 を 医 療 チ ー ム 全 体 に 共 有 し 構 成 員 に 適 切 な 指 示 を 出 す 立 場 に

従 事 す る 者 又 は こ れ か ら 従 事 し よ う と す る 者 。  

イ  救 急 外 傷 診 療 に 十 分 な 経 験 を 持 ち 、外 科 診 療 に 一 定 年 数 以 上 従 事 し て い

る 外 科 医 、救 急 診 療 に 十 分 な 経 験 を 持 ち 、胸 腹 部 外 傷 の 手 術 を 一 定 件 数 以

上 経 験 し て い る 救 急 医 又 は 救 急 初 療 室 若 し く は 手 術 室 で の 勤 務 歴 が あ り 、

手 術 介 助 経 験 が あ る 看 護 師  

 

 

第 17 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ 体 制 整 備 促 進 事 業  

 

１ ． 目  的  

こ の 事 業 は 、複 数 の 集 中 治 療 室 の 医 療 情 報 を 、ネ ッ ト ワ ー ク 通 信 を 利 用 し て 連

携 し 、核 と な る 集 中 治 療 室 に お い て 、集 中 治 療 専 門 の 医 師 等 が 集 約 的 に 患 者 を モ

ニ タ リ ン グ し 、 遠 隔 地 か ら 現 場 の 若 手 医 師 等 に 対 し 適 切 な 助 言 を 行 う シ ス テ ム

（ 以 下「 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ 」と い う 。）の 体 制 整 備 を 促 進 す る こ と に よ り 、医 療 の 生 産

性 の 向 上 の 観 点 を 踏 ま え た 勤 務 環 境 の 改 善 を 目 的 と す る 。  

 

２ ． 補 助 対 象  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 等 に 基 づ き 、都 道 府 県 又 は 都 道 府 県 知 事 の 要 請 を 受 け て 病

院 の 開 設 者 が 整 備 、運 営 す る 第 三 次 救 急 医 療 機 関 及 び 第 二 次 救 急 医 療 機 関 を 補 助

対 象 と す る 。  

 

３ ． 運 営 方 針  

(1) 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ は 、 所 在 地 を 異 に す る 複 数 の 医 療 機 関 で 体 制 を 構 築 す る も の

と し 、 連 携 す る 医 療 機 関 間 に お い て 、 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ の 運 用 に 係 る 調 整 等 を 行

う 運 営 委 員 会 を 設 置 し 、 １ の 目 的 に 従 い 運 営 に 関 す る 必 要 事 項 を 定 め 、 十

分 な 協 力 体 制 の 上 で 本 事 業 を 実 施 す る も の と す る 。  

(2) 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に よ り 連 携 す る 集 中 治 療 室 は 、 内 科 系 外 科 系 問 わ ず 重 篤 な 患

者 を 治 療 す る 集 中 治 療 室 （ 特 定 集 中 治 療 室 加 算 を 算 定 し て い る 集 中 治 療 室

等 ） と す る 。  

(3) 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ は 、主 と し て 夜 間・休 日 の 時 間 帯 に お い て 運 用 す る も の と す る 。

（ ２ ４ 時 間 体 制 を 妨 げ る も の で は な い こ と に 留 意 す る こ と 。 ）  

(4) 核 と な る 集 中 治 療 室（ 別 に 設 置 す る コ ン ト ロ ー ル 室 を 含 む ）に は 、集 中 治

療 専 門 の 医 師 （ 原 則 と し て 、 集 中 治 療 の 経 験 を ５ 年 以 上 有 し 、 集 中 治 療 室
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に 入 室 し て い る 患 者 全 て を 診 療 可 能 な 能 力 を 有 す る 医 師 で あ る こ と 。 ） 、

看 護 師 、 事 務 職 員 等 を 配 置 す る も の と す る 。  

(5) 核 と な る 集 中 治 療 室 に お い て 従 事 す る 医 師 は 、 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に よ り 連 携 す

る 集 中 治 療 室 に 在 室 し て い る 患 者 を 遠 隔 よ り 、 集 約 的 に モ ニ タ リ ン グ を 行

い 、 複 数 患 者 の 病 状 変 化 を 効 率 的 に 把 握 す る こ と （ 医 師 が 不 在 と な る 場 合

は 看 護 師 で 代 替 す る 等 に よ り 常 時 モ ニ タ リ ン グ を 行 う 体 制 を 構 築 す る こ

と 。）。ま た 、必 要 に 応 じ て 、現 場 の 医 師 等 に 治 療 方 針 等 に つ い て 適 切 な 助

言 を 行 う こ と 。  

(6) 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、「 医 療・介 護 関 係 事 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 適

切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ダ ン ス 」 「 医 療 情 報 シ ス テ ム の 安 全 管 理 に 関 す る

ガ イ ド ラ イ ン 」 を 遵 守 す る も の と す る 。  

 

４ ． 整 備 基 準  

整 備 す る 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に つ い て は 、以 下 の 要 件 を す べ て 満 た す も の 又 は こ れ に 準

ず る も の と す る 。  

(1) 複 数 患 者 の モ ニ タ リ ン グ 体 制 に つ い て は 、 原 則 と し て 以 下 の 項 目 を 満 た

す こ と 。  

ア  常 時 モ ニ タ リ ン グ に 必 要 な 、各 患 者 の 循 環 動 態 、呼 吸 状 態 等 の 情 報 に つ

い て は 、核 と な る 集 中 治 療 室 に お い て 同 一 の 形 式 で 表 示 さ れ る シ ス テ ム を

有 す る こ と 。  

イ  常 時 モ ニ タ リ ン グ が 必 要 で な い 事 項（ 既 往 歴 や 画 像 情 報 等 ）に つ い て は 、

核 と な る 集 中 治 療 室 か ら 、 常 に 閲 覧 可 能 な シ ス テ ム を 有 す る こ と 。  

ウ  特 に 重 篤 な 患 者 及 び 重 症 化 が 予 測 さ れ る 患 者 を 把 握 す る た め 、各 患 者 の

重 症 度 ス コ ア 等 の 表 示 機 能 （ 経 時 的 変 化 が 分 か る こ と 。 ） を 有 す る こ と 。

な お 、 遠 隔 Ｉ Ｃ Ｕ に 採 用 す べ き 重 症 度 ス コ ア 等 は 、 平 成 30 年 度 厚 生 労 働

科 学 研 究 費 補 助 金「 日 本 版 遠 隔 集 中 治 療（ Ｔ ｅ ｌ ｅ － Ｉ Ｃ Ｕ ）の 構 築 に 向

け た 課 題 及 び 解 決 策 に 関 す る 調 査 研 究 」 の 研 究 報 告 を 参 照 す る こ と 。  

(2) (1)の 実 現 に 必 要 な 、 複 数 の 集 中 治 療 室 の モ ニ タ 及 び 電 子 カ ル テ 情 報 等 の

共 有 を 可 能 と す る サ ー バ ー シ ス テ ム 等 を 有 す る こ と 。  

(3) 連 携 す る 各 医 療 機 関 の 既 存 シ ス テ ム を (2)の サ ー バ ー シ ス テ ム 等 へ 対 応 さ

せ る こ と 。  

(4) 連 携 す る 各 集 中 治 療 室 に 入 室 し て い る 個 々 の 患 者 の 実 際 の 様 子 を 、 核 と

な る 集 中 治 療 室 か ら 観 察 可 能 な よ う 、 適 切 な 画 像 ・ 音 声 シ ス テ ム を 有 す る

こ と 。  

(5) 連 携 す る 集 中 治 療 室 の 現 場 の 医 師 等 か ら 助 言 を 求 め ら れ た 場 合 等 に 、 核

と な る 集 中 治 療 室 の 医 師 等 が 必 要 十 分 な 議 論 が で き る よ う 、 適 切 な テ レ ビ

会 議 シ ス テ ム を 有 す る こ と 。  

(6) 安 全 な 実 施 に 必 要 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 

５ ． そ の 他  

(1) 補 助 金 の 申 請 は 、 連 携 す る 医 療 機 関 単 位 で 代 表 と な る 医 療 機 関 が 所 要 の

経 費 を 取 り ま と め 、 手 続 き を 行 う こ と と す る 。  

(2) 本 事 業 の 実 施 に 必 要 な 事 項 で あ っ て 本 要 綱 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、
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救急医療対策事業実施要綱 
 

         医発第  ６９２  号  

          昭和５２年 ７月 ６日  

 

          （略） 

 

        一部改正医政発 0516 第 21 号 

            令和５年５月１６日 

 

        一部改正医政発 0329 第 20 号 

             令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 

 

目  次 

 

第１～４ （略） 

 

第５ 小児救命救急医療体制（小児救命救急センター、地域小児救命救急センタ

ー） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ８ 

 

第６ ドクターヘリ導入促進事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 

 

救急医療対策事業実施要綱 

 

         医発第  ６９２  号 

          昭和５２年 ７月 ６日 

 

          （略） 

 

        一部改正医政発 0516 第 21 号 

            令和５年５月１６日 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 

 

目  次 

 

第１～４ （略） 

 

第５ 小児救命救急センター  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ８ 

 

 

第６ ドクターヘリ導入促進事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 
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第７ 救急救命士病院実習受入促進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

 

第８ 小児集中治療室整備事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 

 

第９ 非医療従事者に対する自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及啓発事業 ‥15 

 

第 10 救急医療情報センター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 

（広域災害・救急医療情報システム） 

 

第 11 救急・周産期医療情報システム機能強化事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 

 

第 12 救急患者退院コーディネーター事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19 

 

第 13 中毒情報センター情報基盤整備事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19 

 

第 14 救急医療体制強化事業（メディカルコントロール体制強化事業）  ‥ 20 

 

第 15 救急医療体制強化事業（搬送困難事例受入医療機関支援事業）  ‥‥ 21 

 

第 16 外傷外科医等養成研修事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 

 

第 17 遠隔ＩＣＵ体制整備促進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23 

 

 

第７ 救急救命士病院実習受入促進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

 

第８ 小児集中治療室整備事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 

 

第９ 非医療従事者に対する自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及啓発事業 ‥13 

 

第 10 救急医療情報センター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 

（広域災害・救急医療情報システム） 

 

第 11 救急・周産期医療情報システム機能強化事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 

 

第 12 救急患者退院コーディネーター事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 

 

第 13 中毒情報センター情報基盤整備事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 

 

第 14 救急医療体制強化事業（メディカルコントロール体制強化事業）  ‥ 18 

 

第 15 救急医療体制強化事業（搬送困難事例受入医療機関支援事業）  ‥‥ 20 

 

第 16 外傷外科医等養成研修事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 

 

第 17 遠隔ＩＣＵ体制整備促進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 
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第１～４ （略） 

 

第５ 小児救命救急医療体制（小児救命救急センター、地域小児救命救急センタ

ー） 

 

１．目 的 

この事業は、都道府県が小児救命救急センター、地域小児救命救急センター

を整備し、重篤な小児救急患者の医療を確保することを目的とする。 

 

２．補助対象 

都道府県の医療計画等に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けて

病院の開設者が実施する小児救命救急センター、地域小児救命救急センターの

運営、施設整備及び設備整備を補助対象とする。 

なお、地域小児救命救急センターの整備・運営については、多くの医療資源

を要することから、三次医療圏において高度救命救急医療に対応可能な既存の

救命救急センターの活用を念頭においているが、新規の医療機関の整備を排除

するものではない。また、地域小児救命救急センターは小児救命救急センター

がない三次医療圏のみに整備することができる。三次医療圏内に複数の地域小

児救命救急センターを整備することはできない。 

 

３．運営方針 

(1) 小児救命救急センター 

ア 小児救命救急センターは、原則として、診療科領域を問わず、すべて

の重篤な小児救急患者を 24 時間体制で必ず受け入れるものとする。 

イ 重篤な小児救急患者に対して「超急性期」の医療を提供した後、高度

な専門的医療が必要な患者については、小児救命救急センター内又は本

院の「急性期」の集中治療・専門的医療を担う病床（以下「小児集中治

療室病床」という。）に転床・転院する体制を確保するものとする。 

ウ 小児救命救急センターは、医学生、臨床研修医、医師、看護学生、看

護師及び救急救命士等に対する小児救急医療の臨床教育を行うものと

する。また、医師等を救命救急センター等へ一定期間派遣し、研修をさ

せるなど､小児救急医療の診療技術等の向上を積極的に図るとともに、

それに対する支援をすることが望ましい。 

第１～４ （略） 

 

第５ 小児救命救急センター 

 

 

１．目 的 

この事業は、都道府県が小児救命救急センターを整備し、重篤な小児救急患

者の医療を確保することを目的とする。 

 

２．補助対象 

都道府県の医療計画等に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けて

病院の開設者が実施する小児救命救急センターの運営、施設整備及び設備整備

を補助対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

３．運営方針 

（ 新 設 ）  

(1) 小児救命救急センターは、原則として、診療科領域を問わず、すべての

重篤な小児救急患者を２４時間体制で必ず受け入れるものとする。 

(2) 重篤な小児救急患者に対して「超急性期」の医療を提供した後、高度な

専門的医療が必要な患者については、小児救命救急センター内又は本院の

「急性期」の集中治療・専門的医療を担う病床（以下「小児集中治療室病

床」という。）に転床・転院する体制を確保するものとする。 

(3) 小児救命救急センターは、医学生、臨床研修医、医師、看護学生、看護

師及び救急救命士等に対する小児救急医療の臨床教育を行うものとする。

また、医師等を救命救急センター等へ一定期間派遣し、研修をさせるなど､

小児救急医療の診療技術等の向上を積極的に図るとともに、それに対する

支援をすることが望ましい。 
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エ 小児救命救急センターは、毎年度、外部からの受入実績（受入要請を

断った実績を含む｡）、治療実績、その他運用状況を集計し、厚生労働省

医政局地域医療計画課に報告するものとする。 

 

(2) 地域小児救命救急センター 

ア 地域小児救命救急センターは、原則として、診療科領域を問わず、す

べての重篤な小児救急患者を 24 時間体制で必ず一旦受け入れるものと

する。 

イ 重篤な小児救急患者に対して「超急性期」の医療を応急的に提供した

後、小児集中治療室病床を要する程度の高度な専門的医療が引き続き必

要な患者については、当該患者に対応可能な医師同乗の下で三次医療圏

を越えた広域搬送を実施し、小児救命救急センター等の小児集中治療室

病床を持つ医療機関における加療に繋ぐ体制を確保するものとする。 

ウ 地域小児救命救急センターは、研修終了後に元の機関に戻る条件で、

小児救命救急センターに医師を派遣し、小児集中治療室病床での業務や

搬送業務に関する技術の習得をさせるものとする。また、小児救命救急

センターから医師を招聘し、指導を担わせ、同様に技術の習得をさせる

ものとする。 

エ 地域小児救命救急センターは、毎年度、外部からの受入実績（受入要

請を断った実績を含む｡）、治療実績、搬送実績（搬送先医療機関の情報

を含む）、その他運用状況を集計し、厚生労働省医政局地域医療計画課

に報告するものとする。 

 

４．整備基準 

(1) 小児救命救急センター 

ア 小児救命救急センターは、専用病床（小児集中治療室病床６床以上（本

院でも可）を含む）を適当数有し、24 時間体制で、すべての重篤な小児

救急患者に「超急性期」の医療を提供するとともに、それを脱した小児

救急患者に必要な高度な専門医療を提供するものとする。 

イ 小児集中治療室には、24 時間診療体制を確保するために、必要な職員

を 配置するものとする。 

(ｱ)医 師 

小児集中治療室には、常時、専従の医師及び研修医を確保するもの

とする。なお、専従の医師については、一般社団法人日本集中治療医

(4) 小児救命救急センターは、毎年度、外部からの受入実績（受入要請を断

った実績を含む｡）、治療実績、その他運用状況を集計し、厚生労働省医政

局地域医療計画課に報告するものとする。 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．整備基準 

（ 新 設 ）  

(1) 小児救命救急センターは、専用病床（小児集中治療室病床６床以上（本

院でも可）を含む）を適当数有し、２４時間体制で、すべての重篤な小児

救急患者に「超急性期」の医療を提供するとともに、それを脱した小児救

急患者に必要な高度な専門医療を提供するものとする。 

(2) 小児集中治療室には、２４時間診療体制を確保するために、必要な職員

を配置するものとする。 

ア 医 師 

小児集中治療室には、常時、専従の医師及び研修医を確保するものと

する。なお、専従の医師については、一般社団法人日本集中治療医学会
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学会が認定した集中治療専門医、公益社団法人日本小児科学会が認

定した小児科専門医、一般社団法人日本救急医学会が認定した救急

科専門医など、小児集中治療に指導的立場にある人を１人以上含む

こと。 

(ｲ) 看護師及び他の医療従事者 

(ⅰ) 小児集中治療室には、常時、重篤な小児救急患者の看護に必要

な専従の看護師を患者２名に１名以上の割合（必要時には患者 1.5

名に１名以上）で確保するものとする。なお、重症集中ケア認定看

護師が勤務し、指導的役割を担うことが望ましい。 

(ⅱ) 診療放射線技師及び臨床検査技師を常時院内に確保するととも

に、理学療法士及び臨床工学技士を院内に確保するものとする。 

(ⅲ) 小児集中治療室には、薬剤師を確保することが望ましい。 

(ⅳ) 社会福祉士を院内に確保することが望ましい。 

ウ 小児集中治療室病床を有する病室については、年間おおむね３００例

以上の入院を取り扱うこととし、うち相当数が救急外来からの入院又は

他院からの搬送入院であることとする。 

エ 小児救命救急センターは、救急搬送を相当数（本院を含む。）受け入れ

るものとする。 

オ 施設及び設備 

(ｱ) 施 設 

(ⅰ) 専用の小児集中治療室病床を６床以上有し、独立した看護単位を

有するものとする。 

(ⅱ) 小児救命救急センターとして必要な専用の診察室（救急蘇生室）

を設けるものとする。なお、緊急検査室、放射線撮影室、手術室等

については、優先して使用できる体制を確立しておくものとする。 

(ⅲ) 必要に応じ、適切な場所にヘリポートを整備するものとする。 

(ⅳ) 診療に必要な施設は耐震構造であること。（併設病院を含む。） 

(ｲ) 設 備 

(ⅰ) 小児救命救急センターとして必要な医療機器を備えるものとす

る。 

(ⅱ) 必要に応じ、ドクターカーを有するものとする。 

 

(２) 地域小児救命救急センター 

ア 地域小児救命救急センターは、小児集中治療室病床の整備は求めない

が認定した集中治療専門医、公益社団法人日本小児科学会が認定した小

児科専門医、一般社団法人日本救急医学会が認定した救急科専門医な

ど、小児集中治療に指導的立場にある人を１人以上含むこと。 

 

イ 看護師及び他の医療従事者 

(ｱ) 小児集中治療室には、常時、重篤な小児救急患者の看護に必要な専

従の看護師を患者２名に１名以上の割合（必要時には患者 1.5 名に

１名以上）で確保するものとする。なお、重症集中ケア認定看護師が

勤務し、指導的役割を担うことが望ましい。 

(ｲ) 診療放射線技師及び臨床検査技師を常時院内に確保するとともに、

理学療法士及び臨床工学技士を院内に確保するものとする。 

(ｳ) 小児集中治療室には、薬剤師を確保することが望ましい。 

(ｴ) 社会福祉士を院内に確保することが望ましい。 

(3) 小児集中治療室病床については、年間おおむね３００例以上の入院を取

り扱うこととし、うち相当数が救急外来からの入院又は他院からの搬送入

院であることとする。 

(4) 小児救命救急センターは、救急搬送を相当数（本院を含む。）受け入れ

るものとする。 

(5) 施設及び設備 

ア 施 設 

(ｱ) 専用の小児集中治療室病床を６床以上有し、独立した看護単位を有

するものとする。 

(ｲ) 小児救命救急センターとして必要な専用の診察室（救急蘇生室）を

設けるものとする。なお、緊急検査室、放射線撮影室、手術室等につ

いては、優先して使用できる体制を確立しておくものとする。 

(ｳ) 必要に応じ、適切な場所にヘリポートを整備するものとする。 

(ｴ) 診療に必要な施設は耐震構造であること。（併設病院を含む。） 

イ 設 備 

(ｱ) 小児救命救急センターとして必要な医療機器を備えるものとする。 

(ｲ) 必要に応じ、ドクターカーを有するものとする。 

 

 

（ 新 設 ）  
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が、24 時間体制で、三次医療圏のすべての重篤な小児救急患者に「超急

性期」の医療を応急的に提供するとともに、それを脱した小児救急患者

に必要な専門医療を提供するものとし、一方で、小児集中治療室病床を

要する程度の高度な専門的医療が引き続き必要な患者については、当該

患者に対応可能な医師同乗の下で三次医療圏を越えた広域搬送を行う

ことにより、小児集中治療室病床を持つ小児救命救急センター等の医療

機関における加療に繋ぐものとする。 

イ 重篤な小児救急患者に対し、24 時間診療および広域搬送が可能な体制

を確保するために、必要な職員を配置するものとする。 

(ｱ)医 師 

小児救急患者の治療を行う病室においては、常時、専従の医師及び

研修医を確保するものとする。なお、専従の医師については、一般社

団法人日本集中治療医学会が認定した集中治療専門医、公益社団法

人日本小児科学会が認定した小児科専門医、一般社団法人日本救急

医学会が認定した救急科専門医など、小児集中治療に指導的立場に

ある人を１人以上含むこと。 

(ｲ)看護師及び他の医療従事者 

(ⅰ)  小児救急患者の治療を行う病室においては、常時、重篤な小児

救急患者の看護に必要な専従の看護師を患者３名（可能であれば

患者２名）に１名以上の割合（必要時には患者２名（可能であれば

患者 1.5 名）に１名以上）で確保するものとする。なお、重症集中

ケア認定看護師が勤務し、指導的役割を担うことが望ましい。 

(ⅱ) 診療放射線技師及び臨床検査技師を常時院内に確保するととも

に、理学療法士及び臨床工学技士を院内に確保するものとする。 

(ⅲ)  小児救急患者の治療を行う病室においては、薬剤師を確保する

ことが望ましい。 

(ⅳ) 社会福祉士を院内に確保することが望ましい。 

ウ 小児救急患者の治療を行う病室については、年間おおむね１００例以上

の入院を取り扱うこととし、うち相当数が救急外来からの入院又は他院

からの搬送入院であることとする。 

エ 地域小児救命救急センターは、救急搬送を相当数（本院を含む。）受け入

れるものとする。 

オ 地域小児救命救急センターは、同センターが属する医療機関および同セ

ンターが所在する三次医療圏における小児救急患者に対し、小児集中治療
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室を要する医療機関への広域搬送を相当数行うものとする。 

カ 施設及び設備 

(ｱ) 施 設 

(ⅰ) ＩＣＵと同等の小児救急患者にも対応可能な病床を 10 床以上有

し、独立した看護単位を有するものとする。 

(ⅱ) 地域小児救命救急センターとして必要な専用の診察室（救急蘇生

室）を設けるものとする。なお、緊急検査室、放射線撮影室、手術

室等については、優先して使用できる体制を確立しておくものと

する。 

(ⅲ) 必要に応じ、適切な場所にヘリポートを整備するものとする。 

(ⅳ) 診療に必要な施設は耐震構造であること。（併設病院を含む。） 

(ｲ) 設 備 

(ⅰ) 地域小児救命救急センターとして必要な医療機器を備えるもの

とする。 

(ⅱ) 必要に応じ、ドクターカーを有するものとする。 

 

 

５．留意事項 

小児救命救急センター、地域小児救命救急センターは、厚生労働省医政局が

実施する現況調査等に協力し、事業の実施状況を報告すること。 

 

第６ ドクターヘリ導入促進事業 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．運営方針 

(1)～(5) （略） 

  (6) 出動範囲は、原則として県内全域を対象とするものとする。必要に応じ

て、他都道府県に及ぶものについても対象とするものとし、隣接都道府県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．留意事項 

小児救命救急センターは、厚生労働省医政局が実施する現況調査等に協力

し、事業の実施状況を報告すること。 

 

第６ ドクターヘリ導入促進事業 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．運営方針 

(1)～(5) （略） 

  (6) 出動範囲は、原則として県内全域を対象とするものとする。必要に応じ

て、他都道府県に及ぶものについても対象とするものとし、隣接都道府県
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等と協定を結び相互応援や共同運航（ドクターヘリ導入都道府県間及び未

導入府への応援）といった体制を構築するものとする。 

(7)～(13) （略） 

 

 ４・５ （略） 

 

第７～13 （略） 

 

第 14 救急医療体制強化事業（メディカルコントロール体制強化事業） 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．運営方針 

都道府県は、ＭＣ医師を通じて地域の救急医療体制の充実強化が図られるよ

う体制整備を行うため状況の把握・分析を行い、それをもとに指導、助言等を

行うとともに、実施基準に基づいて救急患者が円滑に医療機関に受入れがなさ

れているか、ＭＣ協議会内で中心となって検証等を行うものとする。 

 

 ４．整備基準 

本事業の目的を適切に果たすことができるよう、都道府県は、ＭＣ医師の身

分を明らかにするとともに、ＭＣ医師の役割、具体的な業務内容、消防機関と

の連携体制、その他必要な事項について、地域の実情等を踏まえながら明確に

すること。また、定めた業務内容等については、あらかじめ消防機関・医療機

関等の関係機関に対して周知徹底すること。 

等と協定を結び相互応援や共同運航（ドクターヘリ導入道府県間及び未導

入都府県への応援）といった体制を構築するものとする。 

(7)～(13) （略） 

 

４・５ （略） 

 

第７～13 （略） 

 

第 14 救急医療体制強化事業（メディカルコントロール体制強化事業） 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．運営方針 

都道府県は、ＭＣ医師を通じて地域の救急医療体制の充実強化が図られるよ

う体制整備をおこなうため状況の把握・分析を行い、それをもとに指導、助言

等を行うとともに、実施基準に基づいて救急患者が円滑に医療機関に受入れが

なされているか、ＭＣ協議会内で中心となって検証等を行うものとする。 

 

 ４．整備基準 

本事業の目的を適切にはたすことができるよう、都道府県は、ＭＣ医師の身

分を明らかにするとともに、ＭＣ医師の役割、具体的な業務内容、消防機関と

の連携体制、その他必要な事項について、地域の実情等を踏まえながら明確に

すること。また、定めた業務内容等については、あらかじめ消防機関・医療機

関等の関係機関に対して周知徹底すること。 
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ＭＣ医師は、本事業の業務に従事する時間帯は、診療を離れ、地域の医療機

関、消防機関、都道府県、市町村、地域医師会等関係団体等と調整等を行うた

め、ＭＣ協議会に主として携わるものとするが、それ以外の時間帯は医療機関

等で診療を行うことができる｡（地域の実情に応じてＭＣ医師を複数人指名し

て持ち回りとすることも可能とする。） 

ＭＣ医師は、救急医療に従事する医師で、地域の救急医療の実情を踏まえ､

救急医療機関、消防機関、都道府県等の行政機関、地域医師会等関係団体との

調整等の業務を担うために必要な知識・経験を有するものとし、原則、５年以

上の救急臨床歴があり、救急科専門医やそれと同等の資格を有し、２年以上地

域のメディカルコントロールに関与し、経験を積んだ医師で、地域においてＢ

ＬＳ、ＡＣＬＳ、ＪＰＴＥＣ、ＪＡＴＥＣなどの講習会や救急隊教育において

指導歴があることとする｡（厚生労働省が行う病院前医療体制における指導医

等研修（上級者）の受講者が望ましい。） 

 

５．事業の内容 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 救急医療機関及び後方支援病院の確保、支援 

救急医療機関を確保するため関係機関と調整を行うとともに、搬送困難事

例受入医療機関支援事業を行う二次救急医療機関と綿密に連携するものとす

る。また、特に救急患者の出口問題について、地域や医療機関の退院コーデ

ィネーター等と共同して実態把握を行うとともに、協議の場を設けて検討

し、後方支援病院に対して受け入れを促すものとする。さらに、精神疾患を

有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に配慮を要する患者を受け入れる

医療機関についてあらかじめ地域の実情に応じて検討する。 

ＭＣ医師は、本事業の業務に従事する時間帯は、診療を離れ、地域の医療機

関、消防機関、都道府県、市町村、地域医師会等関係団体等と調整等を行うた

め、ＭＣ協議会に主として携わるものとするが、それ以外の時間帯は医療機関

等で診療を行うことができる｡（地域の実情に応じてＭＣ医師を複数人指名し

て持ち回りとすることも可能とする。） 

ＭＣ医師は、救急医療に従事する医師で、地域の救急医療の実情を踏まえ､

救急医療機関、消防機関、都道府県等の行政機関、地域医師会等関係団体との

調整等の業務を担うために必要な知識・経験を有するものとし、原則、５年以

上の救急臨床歴があり、救急科専門医やそれと同等の資格を有し、２年以上地

域のメディカルコントロールに関与し、経験を積んだ医師で、地域においてＢ

ＬＳ、ＡＣＬＳ、ＪＰＴＥＣ、ＪＡＴＥＣなどの講習会や救急隊教育において

指導歴があることとする｡（厚生労働省が行う病院前医療体制における指導医

等研修（上級者）の受講者が望ましい） 

 

５．事業の内容 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 救急医療機関及び後方支援病院の確保、支援 

救急医療機関確保するため関係機関と調整を行うとともに、搬送困難事例

受入医療機関支援事業を行う二次救急医療機関と綿密に連携するものとす

る。また、特に救急患者の出口問題について、地域や医療機関の退院コーデ

ィネーター等と共同して実態把握を行うとともに、協議の場を設けて検討

し、後方支援病院に対して受け入れを促すものとする。さらに、精神疾患を

有する患者・小児・妊婦・透析患者等、特に配慮を要する患者を受け入れる

医療機関についてあらかじめ地域の実情に応じて検討する。 
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  (4)～(8) （略） 

 

６ （略） 

 

第 15 （略） 

 

第 16 外傷外科医等養成研修事業 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．事業の内容 

  (1) （略） 

  (2) 受講対象者は、外傷初期診療ガイドライン（ＪＡＴＥＣ）などの外傷初

期診療訓練を受けた医師（外科医、救急医）、外傷初期看護ガイドライン

（ＪＮＴＥＣ）などの外傷初期看護訓練を受けた看護師とし、原則以下に

掲げる者とする。 

ア 治療戦略を医療チーム全体に共有し構成員に適切な指示を出す立場に

従事する者又はこれから従事しようとする者。 

イ 救急外傷診療に十分な経験を持ち、外科診療に一定年数以上従事して

いる外科医、救急診療に十分な経験を持ち、胸腹部外傷の手術を一定件

数以上経験している救急医又は救急初療室若しくは手術室での勤務歴が

あり、手術介助経験がある看護師 

 

第 17 （略） 

  (4)～(8) （略） 

 

６ （略） 

 

第 15 （略） 

 

第 16 外傷外科医等養成研修事業 

 

 １・２ （略） 

 

 ３．事業の内容 

  (1) （略） 

  (2) 受講対象者は、外傷初期診療ガイドライン（ＪＡＴＥＣ）などの外傷初

期診療訓練を受けた医師（外科医、救急医）、外傷初期看護ガイドライン

（ＪＮＴＥＣ）などの外傷初期看護訓練を受けた看護師とし、原則以下に

掲げる者とする。 

ア 治療戦略を医療チーム全体に共有し構成員に適切な指示を出す立場に

従事する者又はこれから従事しようとする者。 

イ 救急外傷診療に十分な経験を持ち、外科診療に一定年数以上従事して

いる外科医、救急診療に十分な経験を持ち、胸腹部外傷の手術を一定件

数以上経験している救急医又は救急初療室もしくは手術室での勤務歴が

あり、手術介助経験がある看護師 

 

第 17 （略） 

以上 


